
品目別戦略（重点品目） 

ア 牛肉 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

米国 重点 703t 4,361 百万円 

・ 米国は世界有数の牛肉消費国であり，市場規模

が大きく輸出は年々増加 

・ サンフランシスコ・ラスベガスといった西部を

中心に食品展示会への出展等により，県内事業者

は商流を構築。また，ニューヨークなど東部の一

部においても商流を構築 

・ 西部においては，日本産牛肉の認知度が向上す

るとともに，非ロイン系部位の利用も徐々に浸透 

・ 州別人口・経済規模ともに全米２位のテキサス

州等の南部において，市場開拓の余地がある。 

 ・ 食品展示会への出展，カット技術・調理方法の指導，バイヤー招へいな

ど，実需者に対する，きめ細やかなフォローアップを実施 

・ 西部やニューヨークなど販路のある地域において，販売指定店制度を推

進し，指定店でのイベント活動等により，鹿児島和牛の認知度向上及び更

なる輸出拡大を図る。 

 

・ ロイン系以外のセカンダリー部位（モモ・カタ等）の需要が増えつつあ

ることから，引き続きカット技術指導と合わせた販売促進活動を展開 

 

・ 南部は富裕層が多く，和牛の需要が見込めることから，これまで取引の

あるバイヤー等との商流を生かして販路開拓に取り組む。 

7,150 百万円 

ＡＳＥＡＮ

諸国 
重点 309t 1,886 百万円 

・ 本県からＡＳＥＡＮ諸国に向けた輸出は年々

増加傾向 

 

・ シンガポールでは他国産，国内他県産との競合

がある一方，タイやベトナム，フィリピンなどで

は，和牛のニーズが高まっている。 

 

 

 

・ 多様な部位（ウデ・モモ等）のニーズがある。 

 

 ・ 販売指定店におけるフェア開催などのＰＲ活動により，鹿児島和牛のさ

らなる認知度向上と輸出拡大を図る。 

・ 食品展示会への出展やバイヤー招へい等による販路拡大に取り組む。 

・ 競合のあるシンガポールにおいては，和牛日本一を前面に出したプロモ

ーションの展開等により，他国産，国内他県産との差別化を図り，シェア

の維持・拡大を図る。 

・ タイ，ベトナム，フィリピンといった大幅な需要拡大が見込まれる市場

については，展示会や商談会への出展支援，積極的なセールス展開によ

り，更なる販路開拓を図る。 

・ 販売指定店等に対し，多様な部位（ウデ，モモ等）の活用を提案し，フ

ルセット（一頭買い）の取引を推進する。 

6,360 百万円 

台湾 重点 617t 3,255 百万円 

・ 日本へのインバウンドが増加し，富裕層だけで

なく，一般消費者にも和牛のニーズがある。 

・ 輸入規制等が緩やかで，比較的輸出しやすく，

他国産，国内他県産との競合がある。 

 

・ フルセット（一頭買い）や，ロイン系以外の多

様な部位（モモ・カタ等）のニーズがある。 

 ・ 顧客の安定的な確保と販売強化のため，外食・小売り向けのサンプル提

供やプロモーション活動を実施 

・ 販売指定店におけるフェア開催などのＰＲ活動により，鹿児島和牛のさ

らなる認知度向上と輸出拡大を図る。 

・ 食品展示会への出展やバイヤー招へい等による販路拡大に取り組む。 

・ 販売指定店等に対し，非ロイン系の多様な部位（ウデ，モモ等）の活用

を提案し，フルセット（一頭買い）の取引を推進する。 

5,230 百万円 

ＥＵ等 重点 432t 3,998 百万円 

・ 近年，輸出が伸びているが，動物福祉，環境面

に関心が高く，アニマルウェルフェアに即した対

応が求められる。 

・ 農場からと畜場に搬入される牛をＥＵ向けと

他国向けとに明確に分けて繋留・と畜する必要が

あり，他国向け輸出に比べて牛の搬入・と畜が煩

雑 

・ ＥＵ向けに輸出される畜産物については，残留

物質モニタリングの実施かつ，ＥＵでの禁止薬剤

を使用していないことを証明することが必要 

・ 日本産牛肉の輸出量は，ロインが約８割以上を

占める（2024 年度実績）。 

 ・ 販売指定店におけるフェア開催などのＰＲ活動により，鹿児島和牛のさ

らなる認知度向上と輸出拡大を図る。 

・ 食品展示会への出展やバイヤー招へい等による販路拡大に取り組む。 

・ 生産者等に対する研修会の開催等により，アニマルウェルフェアについ

ての理解醸成を図る。 

・ ＥＵの輸入規制への理解醸成を図り，ＥＵへの供給体制を強化する。 

 

・ 引き続き，適切な残留物質モニタリングを実施 

 

 

・ 非ロイン系の多様な部位（ウデ，モモ等）の販売を推進 

 

4,140 百万円 

香港 重点 531t 2,746 百万円 

・ 日本へのインバウンドが増加し，富裕層だけで

なく，一般消費者にも和牛のニーズがある。 

・ 輸入規制等が緩やかで，比較的輸出しやすく，

他国産，国内他県産との競合がある。 

 

・ 炒め物や火鍋料理，煮込み料理など様々な料理

で利用されており，多様な部位のニーズがある。 

 ・ 顧客の安定的な確保と販売強化のため，外食・小売り向けのサンプル提

供やプロモーション活動を実施 

・ 販売指定店におけるフェア開催などのＰＲ活動により，鹿児島和牛のさ

らなる認知度向上と輸出拡大を図る。 

・ 食品展示会への出展やバイヤー招へい等による販路拡大に取り組む。 

・ 販売指定店等に対し，多様な部位（ウデ，モモ等）の活用を提案し，フ

ルセット（一頭買い）の取引を推進する。 

4,090 百万円 
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品目別戦略（重点品目） 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

中国 重点 － － 

・ 令和７年７月に日本産牛肉の中国向け輸出再

開の前提となる協定が発効され，今後，輸出認定

施設の認定・登録に係る協議等が行われる予定と

なっているが，輸出再開の具体的な時期は不明。 

 ・ 中国への牛肉輸出再開に向けた輸出認定施設・登録等に係る協議の加速

化を国に要望する。 

・ 輸出再開を見据え，鹿児島和牛のＰＲ活動を展開 
1,040 百万円 

中東地域

（ＵＡＥ

等） 

今後期待 － － 

・ 本県にハラール認定施設がなく，県外の認定施

設への委託と畜に依存せざるを得ない状況 

 

 

・ オーストラリア産和牛が流通しており，日本産

和牛は高級品として認知されている。 

・ 日本食は一般家庭までには浸透していない。 

・ 日本食レストランは増加しつつある。 

 ・ 当面は県外のハラール認定施設を活用しつつ，県内におけるハラール認

定施設の整備について関係事業者等と検討・協議を進める。 

・ ハラール認定施設の新設等を検討する事業者が出てきた場合には，国庫

補助事業の活用等の支援 

・ 中東への輸出を志向する生産者等によるセールス活動や展示会・商談会

への出展，プロモーション等の取組支援 

・ 現地パートナーと連携し，純日本料理に限らず高級多国籍料理をターゲ

ットとして販路拡大を図る。 

410 百万円 

その他 － 125t 1,004 百万円 －  － 1,580 百万円 

合計  2,717t 17,250 百万円   合 計 30,000 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ ＥＵ向け牛肉輸出においては，牛の一生涯にわたり，ＥＵ禁止薬剤の不使用や，森林減少に起因していないこ

とを証明する必要があり，関係機関・団体による情報収集や生産者等への情報提供等の対応が必要     

・ ＥＵの規制強化に関する情報収集及び生産者等への情報発信 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 県内のと畜場は７か所（令和７年３月末時点） 

・ 県内におけるハラール認定施設の整備はすぐには難しいため，当面，県外施設での委託と畜に依存せざるを得

ない状況。 

・ 認定施設の新設等を検討する事業者が出てきた場合には，国庫補助事業の活用等の支援 

・ 当面は県外のハラール認定施設を活用しつつ，県内におけるハラール認定施設の整備に

ついて関係事業者等と検討・協議を進める。 

 

  

-32-



品目別戦略（重点品目） 

イ 鶏肉（モミジ（鶏足）を含む） 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

香港 重点 551t 192 百万円 

・ 香港の景気低迷により市況が悪い。 

・ 中国産等の安価な鶏肉が流入 

・ 日本産鶏肉のブランド価値を高める必

要 

・ 唐揚げや焼き鳥などで需要のある日本

食レストラン等をターゲットに販売を

推進していく必要 

・ 高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）

の発生による輸出停止のリスクが増大 

 ・ 地理的優位性のある香港において，安心・安全な鶏肉のＰＲを展開していくことが

必要 

 

 

・ ＨＰＡＩに発生に対応するため，加工品への切り替えの実施を検討していく必要。 

・ 新たな輸出品としてＨＰＡＩの影響を受けない、加熱加工品や低温調理品のマー

ケット開拓 

 

250 百万円 

その他 － － － －  － 20 百万円 

合計  551t 192 百万円   合 計 270 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 近年，国内及び県内においてＨＰＡＩが発生しており，発生した場合には，国内

向け出荷が優先されることから，輸出が困難 

・ 安全で高品質な鶏肉の生産を推進のため，需要に即した生産の推進や飼養管理技術の改善による生産性の向上を図る。 

・ 養鶏経営の安定化を図るため，経営安定対策に係る積立金の助成を実施 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 県内の鶏肉処理施設は 15 か所（令和７年３月現在） 

・ 鶏肉輸出は，賞味期限の問題等があり不利なため、加工設備の拡張が必要 

・ 安全で高品質な鶏肉の生産を推進するため，施設整備については国庫補助事業の活用等の支援 
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品目別戦略（重点品目） 

ウ 鶏卵 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

香港 重点 449t 142 百万円 

・ 香港は鶏卵を生で食べる習慣がない

が，最近ではインバウンドによる需要が

上昇中 

・ 高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）

の発生による輸出停止のリスクが増大 

 ・ 地理的優位性のある香港において，安心・安全で生食できる鶏卵であることのＰＲ

を展開していくことが必要 

・ 現状維持の数量の確保 

 

340 百万円 

合計  449t 142 百万円   合 計 340 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ ＨＰＡＩの発生を考慮すると、更なる積極的な輸出へ

向けた動きが困難 

・ 安全で高品質な鶏卵の生産を推進するため，需要に即した生産の推進や飼養管理技術の改善による生産性の向上を図る。 

・ 養鶏経営の安定化を図るため，経営安定対策に係る積立金の助成を実施 

・ 世界的なＨＰＡＩ発生状況を鑑みた場合、現行鶏卵の輸出停止基準の見直しを行い、安定した輸出が可能な体制を構築する事により、国・県が

目指す農産物の輸出拡大体制を構築していくことが必要 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 県内の鶏卵処理施設は７か所（令和７年３月末時点） ・ 安全で高品質な鶏卵の生産を推進するため，施設整備については国庫補助事業の活用等の支援 
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品目別戦略（重点品目） 

エ お茶 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

米国 重点 3,246t 5,506 百万円 

・ 健康志向や日本食への高まり等を背景に大手カフ

ェチェーン等では抹茶商品が定番化し，ラテなどの飲

料やスイーツとしての需要が増加している。 

 

・ 抹茶の需要拡大に伴い，原料となるてん茶の生産拡

大が必要である。 

・ 県内で抹茶を製造・販売する事業者が少ない。 

・ 現状，トランプ関税については，大きな影響は見ら

れていないものの，引き続き注視が必要である。 

 ・ 海外での需要が高い抹茶に適した品種「せいめい」の産地化に引き続き取り

組む。また，「栽培・加工技術標準作業手順書（鹿児島版ＳＯＰ（スタンダード・

オペレーティング・プロシージャー）」」を作成し，高品質で安定した生産の展

開。 

・ 抹茶加工事業者とてん茶の生産者がコンソーシアムを形成し，「かごしまの

抹茶」として拡大する需要に対応できる生産体制及び直接輸出の拡大に向けた

流通・販売体制の構築 

・ 現地デスクの設置による市場調査等への情報収集や輸出に必要なＦＤＡ（ア

メリカ食品医薬品局）への登録支援 

12,000 百万円 

ＥＵ等 重点 103t 472 百万円 

・ 米国と同様，健康志向や日本食への高まり等を背景

に大手カフェチェーン等では抹茶商品が定番化し，ラ

テなどの飲料やスイーツとしての需要が増加してい

る。 

 

 

 

・ 抹茶の需要拡大に伴い，原料となるてん茶の生産拡

大が必要である。 

・ 県内で抹茶を製造・販売する事業者が少ない。 

・ 食の安全・安心に対する意識が高く，有機栽培茶に

対する需要が高い。 

・ 有機認証が重要視され，有機栽培茶園の面積拡大が

必要である。 

 

・ 環境への配慮（包装資材の脱プラスチック）が必要

である。 

・ 品質を重視する傾向にあるイギリスやフランスな

どでは，商品ができるまでのプロセスを理解したいと

いうニーズが強い。 

 ・ 海外での需要が高い抹茶に適した品種「せいめい」の産地化に引き続き取り

組む。また，「栽培・加工技術標準作業手順書（鹿児島版ＳＯＰ（スタンダード・

オペレーティング・プロシージャー）」」を作成し，高品質で安定した生産の展

開 

・ 輸出に関する専門的知識が豊富な現地パートナー人材を確保，現地デスクと

して配置し，現地ニーズの把握やバイヤーへのＰＲなど輸出サポート体制の構

築 

・ 抹茶加工事業者とてん茶の生産者がコンソーシアムを形成し，「かごしまの

抹茶」として拡大する需要に対応できる生産体制及び直接輸出の拡大に向けた

流通・販売体制の構築 

・ 輸出業者と生産者とのコンソーシアムを形成し，有機栽培茶の拡大する需要

に対応できる生産体制の構築 

・ 有機ＪＡＳ認証取得による有機栽培面積の面積拡大の支援 

・ 有機茶栽培の課題となる除草などについて，省力機械（乗用型除草機等）導

入による労働力負担軽減 

・ 包装及び包装廃棄物に関する規制（ＰＰＷＲ）等への対応 

・ 品質のみならず「かごしま茶」を育む風土や生産者のこだわりといったスト

ーリー性の紹介 

 

1,500 百万円 

台湾 重点 350t 189 百万円 

・ ペットボトル入りの緑茶飲料の需要が拡大してお

り，安価なドリンク原料用の煎茶の需要が高い。 

・ 需要拡大に対応するため，台湾向け含めた複数の輸

出先国に向けた防除体系への転換が必要 

 ・ 県茶市場における台湾向け取引体制の構築（継続中） 

 

・ 拡大する需要に対応するため，台湾を含め複数の輸出先国に対応できる防除

体系の転換を支援 

750 百万円 

インド 
今後

期待 
3t 15 百万円 

・ 緑茶製品はニッチセグメントであり，簡単に飲むこ

とが可能なティーバッグなどを好む。 

・ 緑茶が健康に良いという認識が訴求していること

から若者を中心に消費が増えている。 

・ 輸出に係る証明やライセンス等を取得することが

必要 

 ・ 高所得者層を中心に緑茶に対する認知度向上 

 

 

 

・ インドへの輸出に必要な認証やライセンス等の精査 

45 百万円 
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品目別戦略（重点品目） 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

中東地域

（ＵＡＥ

等） 

今後

期待 
0.6t 4 百万円 

・ 本県の重点市場であるＥＵとも距離が近く，人や物

が集まる中東のハブであり，外国人も多く，国が輸出

支援拠点を設置するなど，背後の市場への波及も期待

できる。 

 

 

 

・ 現地の取引においては，ハラール認証を求められる

場合がある。 

・ カフェやレストランでも抹茶を使用したメニュー

が浸透しつつある。 

・ 小売店を含め中国産の「抹茶」が広く流通している。

日本産の抹茶に対しては富裕層を中心に高い需要が

見込まれる。 

 ・ 海外での需要が高い抹茶に適した品種「せいめい」の産地化に引き続き取り

組む。また，「栽培・加工技術標準作業手順書（鹿児島版ＳＯＰ（スタンダード・

オペレーティング・プロシージャー）」」を作成し，高品質で安定した生産の展

開 

・ 抹茶加工事業者とてん茶の生産者がコンソーシアムを形成し，「かごしまの

抹茶」として拡大する需要に対応できる生産体制及び直接輸出の拡大に向けた

流通・販売体制の構築 

・ 必要に応じたハラール認証等の取得支援 

 

・ 現地パートナーと連携し，純日本料理に限らず高級多国籍料理をターゲット

として販路拡大を図る。 

・ 中東への輸出を志向する生産者等によるセールス活動や展示会・商談会への

出展，プロモーション等の取組支援 

・ 県農林水産物輸出用統一ロゴマーク等の活用による中国産「抹茶」との差別

化 

24 百万円 

その他 － 71.4t 152 百万円 

・ 重点地域以外の各国からも抹茶を中心に需要があ

る。 

・ 輸出先国に対応した防除体系への転換が必要 

 ・ 今後実施される市場調査等の結果を踏まえて，新たに販路先としての可能性

について検討を進める。 

・ 拡大する需要に対応するため，複数の輸出先国に対応できる防除体系の転換

を支援 

681 百万円 

合計  3,774t 6,338 百万円   合 計 15,000 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 輸出先国・地域のニーズに対応した生産体制の構築 

・ 商品ができるまでの生産プロセスへのニーズへの対応 

・ 病害虫に強い品種への新植・改植に加え，輸出先国の食品安全基準に対応した防除体系や，有機栽培への転換支援 

・ 「かごしま茶」を育む風土や生産者のこだわりといったストーリー性の紹介 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 海外における抹茶の需要拡大に対応するための施設整備 

・ 包装材等の食品関連規制 

・ 抹茶や原料となるてん茶の加工施設等の整備の支援 

・ 包装及び包装廃棄物に関する規制（ＰＰＷＲ）等への対応 
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品目別戦略（重点品目） 

オ さつまいも 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

ＡＳＥＡＮ

諸国 
重点 1,023t 470 百万円 

（共通） 

・ 現地では焼き芋需要が大きく，Ｓサイズでも人気 

 

 

 

 

 

（シンガポール） 

・ 安定した市場として定着しつつある。 

 

・ 輸入規制等が緩やかで，比較的輸出しやすく，低価格

の近隣産，国内他県産との競合が激しい。 

・ 有機栽培のさつまいもについて，新たなニーズがあ

る。 

（タイ） 

・ 現地小売店では焼き芋が人気であり，今後も需要の

伸びが期待されている。 

・ 植物防疫上，植物検疫証明書が必要なほか，選別・梱

包施設の事前登録が必要 

・ 現地産・国内他県産のさつまいもとの競合がある。 

（マレーシア） 

・ 輸入規制等が緩く，本県からの輸出量が伸びている。 

・ 有機栽培のさつまいもについて，新たなニーズがあ

る。 

・ 現地産・国内他県産との競合がある。 

 （共通） 

・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やかに対応す

ることで，安定した市場として定着を図る。 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，安心・安全で高品質な

本県産さつまいもを積極的にＰＲするとともに，新たな食べ方等を提案し，更

なる需要を創出 

・ バイヤー招へいや商談機会の創出等による新たな販路開拓 

（シンガポール） 

・ 長年にわたる輸出実績と現地小売店等との関係を活用し，現地ニーズを更に

増やすためのフェアやＰＲ等を実施 

・ 現地の新たなニーズに対応した有機栽培のさつまいもや品種の豊富なライン

ナップを前面に出した売り込みにより，近隣産・国内他県産との差別化を図る。 

 

 

（タイ） 

・ 現地小売店等と連携したフェアの開催等による認知度向上及び販路拡大。 

・ 輸入規制等に対応できる生産者等の育成，産地づくりを推進 

 

・ 安定した量・品質，サイズと品種の豊富なラインナップなどを前面に出した

売り込みにより現地産・国内他県産との差別化を図る。 

（マレーシア） 

・ 現地小売店等と連携したフェアの開催等による認知度向上・販路の拡大を図

る。 

・ 現地の新たなニーズに対応した有機栽培のさつまいもや品種の豊富なライン

ナップを前面に出した売り込みにより，現地産・国内他県産との差別化を図る。 

850 百万円 

香港 重点 830t 297 百万円 

・ 高品質・安全性を重視する傾向が強く，日本産食品へ

の信頼度が高い香港の消費者に本県産のさつまいもは

人気。特に焼き芋需要が大きく，本県からのさつまいも

輸出量・額とも最も多い。 

・ 輸入規制等が緩やかで輸出しやすく，低価格の近隣

産，国内外の他産地との競合が激しい。 

 ・ 長年にわたる輸出実績と現地小売店等との関係を活用し，現地ニーズを更に

増やすためのフェアやＰＲ等を実施 

・ 新たな食べ方等を提案し，更なる需要を創出 

 

・ 安定した量・品質，サイズと品種の豊富なラインナップなどを前面に出した

売り込みにより近隣産・国内他県産との差別化を図る。 

・ バイヤー招へいや商談機会の創出等による新たな販路の開拓 

575 百万円 

米国 重点 109t 66 百万円 

・ 令和６年度から米国のグアム向けに本格的なさつま

いもの輸出を開始。安定した市場として定着しつつあ

る。 

・ 米国本土向けには，青果のさつまいもの輸出が認め

られておらず，冷凍焼き芋など加工品が輸出されてい

る。 

・ 青果のさつまいもの輸出解禁に向けて，２国間協議

が進められている。 

 ・ グアムについては，現地小売店や生産者等を緊密に連携し，現地ニーズにき

め細やかに対応するとともに，新たな食べ方等を提案し，更なる需要を創出 

 

・ 本土向けには，加工品の輸出を推進するとともに，青果のさつまいもの輸出

解禁について，米国との協議の迅速化を国に要望（さつまいもに対する潜在的

な需要・市場可能性を調査） 

100 百万円 

台湾 重点 24t 14 百万円 

・ 現地でのフェアの継続開催等により，本県産さつま

いもの認知度が向上しつつあり，需要も高まりつつあ

る。 

・ 本県の多様なさつまいもの品種が評価されている。 

・ 現地産・国内他県産との競合がある。 

・ 輸入規制が比較的厳しく，植物検疫，表示規制，残留

農薬検査，原産地表示等の要件をクリアする必要があ

る。 

 ・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズ（需要があるサイズ，

品種，パッケージなど）にきめ細やかに対応できるよう支援 

 

・ 安定した量・品質，サイズと品種の豊富なラインナップなどを前面に出した

売り込みにより現地産・国内他県産との差別化を図る。 

・ 輸入規制に対応できる生産者の育成，産地づくりを推進 

24 百万円 
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品目別戦略（重点品目） 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

中東地域

（ＵＡＥ

等） 

今後

期待 
－ － 

・ 海上輸送のリードタイムが長く，鮮度維持が課題 

・ 現地ニーズや商流等を把握する必要がある。 

・ 植物検疫証明書や輸入許可証が必要である。 

・ 加工品はハラール表示が選好される傾向がある。 

 ・ 現地ニーズ・商流等の調査により青果用さつまいもの輸出可能性を探るとと

もに，まずは低次加工品の輸出に向けて，商談機会の創出やハラール認証の取

得支援，トライアル輸出を検討する。 

・ 輸入規制に対応できる生産者の育成，産地づくりを推進 

5 百万円 

インド 
今後

期待 
－ － 

・ 検疫条件を設定していないため，青果用さつまいも

の輸出が認められていない。 

 ・ 低次加工品の輸出可能性を探るとともに，低次加工品の輸出に意欲的な事業

者等の掘り起こしを行う。 1 百万円 

合計  1,986t 847 百万円   合 計 1,555 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 輸出に意欲的に取り組む生産者の確保及び産地づくり 

・ ニーズの高い有機栽培のさつまいもの生産者及び生産量の確保 

・ 新たな品種の展開（現在の主要品種は「べにはるか」） 

・ 安定した品質と量の確保 

 

・ 輸送時等の腐敗ロスの低減 

・ 輸出セミナーの開催や，輸出を希望する事業者への伴走支援を通じて，新たな輸出産地の掘り起こしを推進 

・ さつまいもほ場の有機転換に意欲のある生産者等の取組への支援 

・ 現在生産されている品種に対する海外ニーズの確認及び輸出に向けた生産拡大 

・ 輸出に向けに安定した品質・量を確保するため，基腐病抵抗性，加工適性を有する品種の開発・普及や，輸出先国の農薬基準等に対応した防

除暦の作成を推進 

・ 輸送時の腐敗防止技術の普及やキュアリング（高温・高湿条件下で処理し，さつまいも表面の傷をコルク化させ直す処理）施設等の整備を推

進 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ さつまいもの洗浄及び腐敗対策としてキュアリングが必要 

・ 輸出先国によっては，選果・こん包施設が従うべき基準や施設登録が必要 

・ 洗浄機械の導入やキュアリング施設整備の推進 

・ 輸出先国の規制に対応した選果・こん包施設整備の推進 
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品目別戦略（重点品目） 

カ 柑橘（きんかん・大将季等） 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

香港 重点 22.5t 19.59 百万円 

・ 日本産食品の品質・安全性への信頼が高く，市場として定着し

ている。 

・ 本県産のきんかんは，大玉で甘く，色味が良いことから，縁起

物・贈答品として人気がある。 

・ 本県の特色ある柑橘（不知火）である大将季も，現地での需要

が期待されている。 

・ 糖度があり，酸味がなく見た目も美しい「せとか」という品種

が人気であり，大将季の競合となっている。きんかんについても

国内他県産との競合がある。 

 ・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やか

に対応 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，春節等の贈答

品需要の取り込みためのＰＲを積極的に展開 

・ 現地フェア等において，きんかん及び大将季を積極的にＰＲし，認

知度向上及び安定した需要の確保に取り組む。 

・ 安定した量・品質，サイズを前面に出した売り込みにより国内他県

産との差別化を図る。 

36 百万円 

ＡＳＥＡＮ

諸国 
重点 5.76t 5.56 百万円 

（シンガポール） 

・ 中華系の多いシンガポールでは，香港・台湾と同様にきんかん

の人気があり，大将季についても一定の需要がある。 

・ シンガポールは所得水準が高く品質志向が強い市場であり，

高品質な本県産の柑橘への親和性が高いと見込まれる。 

 

 

・ きんかんについては国内他県産との競合がある。 

 

（マレーシア） 

・ マレーシアについては，本県産きんかん・大将季の輸出も始ま

っている。 

・ 中華系が多い国であり，香港・台湾で人気のきんかんの需要が

期待できる。 

・ きんかんについては国内他県産との競合が見込まれる。 

 

 （シンガポール） 

・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やか

に対応 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，春節等の贈答

品需要の取り込みのためのＰＲを積極的に展開 

・ 現地フェア等において，きんかん及び大将季を積極的にＰＲし，認

知度向上及び需要の確保に取り組む。 

・ 安定した量・品質，サイズを前面に出した売り込みにより国内他県

産との差別化を図る。 

（マレーシア） 

・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，バイヤー招へいやフェア

等の開催を通じて，本県産きんかん・大将季の需要拡大を図る。 

 

 

・ 安定した量・品質，サイズを前面に出した売り込みにより国内他県

産との差別化を図る。 

8.5 百万円 

台湾 重点 0.76t 1.08 百万円 

・ 本県産のきんかんは，大玉で甘く，色味が良いことから，縁起

物・贈答品として需要がある。 

・ 現地でのフェアの継続開催等により，本県産きんかんの認知

度が向上しつつあり，需要も高まりつつある。 

 

 

・ 台湾への輸出に意欲的に取り組んでいる産地がある。 

・ 輸入規制が比較的厳しく，植物検疫，表示規制，残留農薬検

査，原産地表示などの要件をクリアする必要がある。 

・ きんかんについては国内他県産との競合がある。 

 ・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やか

に対応 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，春節等の贈答

品需要の取り込みのためのＰＲを積極的に展開 

・ 現地フェア等において，きんかんと並んで大将季を積極的にＰＲし，

安定した需要の確保に取り組む。 

・ 引き続き，残留農薬基準などに対応した防除暦の作成・普及，輸入

規制等に対応できる生産者の育成，産地づくりを推進 

・ 安定した量・品質，サイズを前面に出した売り込みにより国内他県

産との差別化を図る。 

7 百万円 

中東地域

（ＵＡＥ

等） 

今後

期待 
－ － 

・ 海上輸送のリードタイムが長く，鮮度維持が課題 

・ 現地ニーズや商流等を把握する必要がある。 

・ 植物検疫証明書や輸入許可証が必要である。 

・ 加工品はハラール表示が選好される傾向がある。 

 ・ 現地ニーズ・商流等の調査により輸出可能性を探るとともに，まず

は低次加工品の輸出に向けて，商談機会の創出やハラール認証の取得

支援，トライアル輸出を検討する。 

・ 輸入規制に対応できる生産者の育成，産地づくりを推進 

1 百万円 

インド 
今後

期待 
－ － 

・ 検疫条件を設定していないため，柑橘の輸出が認められてい

ない。 

 ・ 低次加工品の輸出可能性を探るとともに，低次加工品の輸出に意欲

的な事業者等の掘り起こしを行う。 1 百万円 

その他 － － － －  － 0.5 百万円 

合計  29t 26.23 百万円   合 計 54 百万円 
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品目別戦略（重点品目） 
２ 輸出産地の育成・展開 

現状課題 施策方針 

・ 輸出に意欲的に取り組む生産者の確保及び産地づくり 

・ きんかんについては，海外からの需要に対応できる安定した品質・量の確保が必要 

・ 輸入規制の厳しい輸出先国・地域向けに対応できる生産者が限られており，輸出拡大

に向けた生産者の育成・産地づくりが必要 

・ 輸出セミナーの開催や，輸出を希望する事業者への伴走支援を通じて，新たな輸出産地の掘り起こしを推進 

・ 輸出に向けた品質及び量の確保に向けた，きんかんや大将季の輸出に意欲的に取り組む生産者の掘り起こし・育成 

・ 輸入規制の厳しい輸出先国・地域に対応した防除暦の作成や栽培技術向上のための検討会の開催，残留農薬検査の実施な

ど，生産者の育成や産地づくりを推進 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 柑橘は贈答用としての需要が高いことから，輸出先国が求める梱包資材のデザイン

や，長期輸送に耐える資材作成等の対応が必要 

・ 国内向けと比較して選果・選別・こん包作業に時間を要する。 

・ 柑橘の輸出拡大を図るため，輸出先国のニーズを踏まえた梱包資材の作成等など産地における取組を支援 

・ 選果作業の省力化や効率化が図られ，輸出先国・地域が求める高品質な柑橘の厳選出荷が可能となる選果機器の導入や施

設整備を推進 
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品目別戦略（重点品目） 

キ 木材（丸太等） 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

中国 重点 351 千㎥ 4,448 百万円 

・ 梱包材や土木用資材などの原料として

日本産スギ丸太の需要が高い。 

 

・ 日本産製材品に対する認知度が低い。 

 ・ 丸太・製材品等の安定的供給体制の構築 

・ 鹿児島県産材輸出サポーターが実施する海外バイヤーの招へいや商談等の取組を支

援（内装材など） 

・ 付加価値の高い製材品等の輸出拡大に向けたＰＲ等を展開 

4,996 百万円 

米国 重点 0.8 千㎥ 47 百万円 

・ フェンス材に利用されている米スギの

代替材として日本産スギの需要が増加 

 

 

・ 本県から中国に輸出した丸太の一部が

フェンス材に加工され米国に輸出され

ている。 

・ 日本産スギ・ヒノキの２×４構造材が

設計強度の認可を受け，当該木材の需要

拡大が期待される。 

・ ２×４構造材を輸出するには，米国検

査機関による格付けが必要 

 ・ 製材品等の安定的供給体制の構築 

・ 鹿児島県産材輸出サポーターが実施する海外バイヤーの招へいや商談等の取組を支

援（フェンス材，２×４構造材） 

・ 現地展示会の出展による建築士等を対象とした県産製材品の認知度向上 

・ 米国の規格に合わせたフェンス材生産ラインの整備や製造・流通コストの低減及び

販路の確保 

 

・ 米国検査機関による格付けを有した現地企業との連携など本県にとって最適な２×

４構造材輸出体制の整備 

500 百万円 

台湾 重点 9.0 千㎥ 135 百万円 

・ 集成材やＣＬＴなどを用いた非住宅建

築物の木造化・木質化が推進されてい

る。 

・ 住宅の木造率が低く，建築士等に対す

る日本産木材の品質等の情報提供が必

要 

 ・ 製材品等の安定的供給体制の構築 

・ 鹿児島県産材輸出サポーターが実施する海外バイヤーの招へいや商談等の取組を支

援（集成材，ＣＬＴ，内装材など） 

・ 現地展示会の出展による建築士等を対象とした県産製材品の認知度向上 
300 百万円 

韓国 重点 0.3 千㎥ 9 百万円 

・ ヒノキ内装材は一定の人気を確立して

おり，日本産であることが一種のブラン

ドとなっている。 

・ 住宅及び非住宅の構造材としての利用

に関して認知度が低い。 

 ・ 製材品等の安定的供給体制の構築 

・ 鹿児島県産材輸出サポーターが実施する海外バイヤーの招へいや商談等の取組を支

援（内装材，プレカット材） 

・ 現地展示会の出展による建築士等を対象とした県産製材品の認知度向上 

105 百万円 

その他 － 1.4 千㎥ 88 百万円 

・ 木材利用のニーズやポテンシャルを十

分に把握できていないことや，本県製材

品に対する認知度が低いことが課題 

 ・ 製材品等の安定的供給体制の構築 

・ 鹿児島県産材輸出サポーターが実施する海外バイヤーの招へいや商談等の取組を支

援 

・ 付加価値の高い製材品等の輸出拡大に向けたＰＲ等を展開 

104 百万円 

合計  363 千㎥ 4,727 百万円   合 計 6,004 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 県産材輸出のほとんどを中国向けの丸太が占めており，製材品等の輸出拡大を図るため輸出先国

での認知度向上・販路開拓が必要 

・ 米国向けに２×４構造材を輸出するには，米国検査機関のグレーダーによる格付けなど，輸出先

国・地域の制度等への対応が必要 

・ 継続的・安定的に原料を供給するための生産基盤の強化 

・ 付加価値の高い製材品等の輸出拡大に向けた海外プロモーションの実施により，認知度向上・販路開

拓を推進 

・ 輸出先国・地域の制度等に対応した生産・流通・販売体制の構築 

・ 原料となる原木の安定供給や生産コストの削減に資するため，森林施業の集約化，路網整備や高性能

林業機械の導入などを促進 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 輸出先国・地域の規格に合わせた生産ラインの整備や製造・流通コストの低減 ・ 輸出先国・地域の制度や規格・基準に対応した加工・流通施設等の生産体制整備を促進 
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品目別戦略（重点品目） 

ク 水産物（養殖ブリ・カンパチ・鰹節等） 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

米国 重点 7,204t 13,694 百万円 

・ マーケット規模が大きく、鹿児島産ブリ（冷凍フィレ）

がシェアを有している最大・最重要市場 

・ ブリは「ＨＡＭＡＣＨＩ」としてサーモン，マグロに

次ぐ寿司商材等として浸透し堅調に需要が伸びてい

る。 

・ ブリは西部（カリフォルニア州等）の日系店は飽和状

態。中南部（テキサス州等）や東海岸（ニューヨーク州

等）等において販路開拓の余地がある。 

・ 米国内の消費動向について，中食や内食消費が増加し

つつある。 

・ ブリ以外の品目の更なる多角化が必要 

  

 

・養殖ブリの生産体制の強化や，加工施設の整備による産地加工の強化等

により安定供給を図る。 

 

・西部へのパイプは維持しつつ中南部や東海岸等へ様々なチャネルを活

用しプロモーションを強化 

 

・中食等への需要に対応した商品開発及び高次加工が可能な施設等の整

備 

・ブリ以外の品目（カンパチ，鰹節等）の認知度向上に資する販売促進活

動を推進 

19,700 百万円 

ＡＳＥＡＮ

諸国 
重点 3,395t 1,059 百万円 

東南アジア地域の経済発展に伴い需要の増加が見込ま

れる。 

① 輸出障壁が低く輸出しやすいが，他県他国産との競

合が激しい（シンガポール）。 

 

② 富裕層が増加し，和食がステータス化。北部と南部で

嗜好が異なる（ベトナム）。 

③ 富裕層が増加しているものの，他県産ブリとの競合

あり。カンパチは認知度が低い（マレーシア）。 

④ ＡＳＥＡＮではインドネシア産をはじめ，安価な鰹

節が製造されているが，上質な品質を求める高級日本

食レストランにおいて日本産鰹節が使用されている。 

  

 

① バイヤー等の産地招へいやシェフ向け勉強会等により品質やストー

リーを訴求して，鹿児島ブランド力向上による差別化を図る。（シンガ

ポール） 

② 北部は冷凍に抵抗あり，南部は受け入れつつあるので，北部は鮮魚の

カンパチ，南部は冷凍ブリをＰＲ（ベトナム） 

③ 他県産ブリ等の輸出が進んでいるため，輸出パートナーや現地プレイ

ヤーを発掘（マレーシア） 

④ 高級日本食レストランをターゲットに，本県の高品質な鰹節を，産地

招へいやシェフ向け勉強会等により訴求 

1,520 百万円 

香港 重点 475t 972 百万円 

・ 輸出障壁が低く，日本食が普及しているため，日本産

水産物が多く輸出されており競合が激しい。 

 

・ 景気低迷により高級外食店での需要に影響 

 ・ 他産地の競合品と差別化を図るため，ブランド力の向上，キープレー

ヤーとなり得る商社等と連携した日本食レストランや小売店での販売

促進活動を推進 

・ 大ロットチャネルを点で狙ったプロモーションにより，ミドルクラス

外食/小売商流を集中的に開拓 

1,000 百万円 

中国 重点 － － 
・ 令和７年５月に水産物の輸出再開に合意したが，認定

施設の登録に時間を要している。 

 ・ 輸出再開手続きが速やかに進むよう国に要望するとともに，再開後は

時期を逸することなく商流再構築を図る。 
670 百万円 

台湾 重点 331t 450 百万円 
・ 親日・日本食店数増加傾向にあり、有望な市場 

・ 他県産魚との競合が激しい。 

 ・ バイヤー等の産地招へいやシェフ向け勉強会等により品質やストー

リーを訴求して，鹿児島ブランド力向上による差別化を図る。 
650 百万円 

ＥＵ等 重点 220t 360 百万円 

・ 国民所得が高く，環境への意識が高いものの，輸出障

壁（ＥＵ‐ＨＡＣＣＰ）が高く供給できる産品が限定的

（ブリ，鰻蒲焼等） 

・ 鰹節の輸出については，ＥＵの厳しい基準に適合した

製造技術を実用化する必要 

 ・ ＥＵ‐ＨＡＣＣＰ取得への支援（ハード，ソフト） 

・ 輸出可能な水産物・水産加工品の掘り起こし 

 

・ ＥＵの規制に適合した鰹節の製造技術の実装に向けた実用化試験及

び技術普及 

520 百万円 

韓国 重点 429t 478 百万円 

・ 活魚需要が強く，活魚運搬船を活用し物流・商流が構

築されており，輸出が盛んな九州北部に比べ本県は地

理的に不利 

・ 他方，人手不足から韓国国内の処理能力低下が見られ

ており，今後加工品が伸びる可能性 

 ・ 加工品需要が期待できる小売店等に対し，フィレやロイン等を訴求 

500 百万円 
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品目別戦略（重点品目） 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

中東地域

（ＵＡＥ

等） 

今後

期待 
27t 34 百万円 

・ ＵＡＥやサウジアラビアでは，水産物は基本的にハラ

ール規制に抵触しないためハラール認証は求められな

い。 

・ 国際都市化が進み，比較的コールドチェーンが発達し

ているＵＡＥではブリ等の継続的な輸出があるもの

の，サウジアラビアやカタールでは単発的な輸出のみ。

その他の国はほとんど輸出なし。 

・ ＵＡＥでは健康志向の高まりで，高品質で健康的なイ

メージがある日本産水産物のニーズが高まり，日本食

レストランが増加しつつある。 

・ ＵＡＥでは他県産ブリと競合 

  

 

 

・ コールドチェーンが発達しているＵＡＥを足掛かりに周辺国への展

開を図る。 

 

 

・ 現地パートナーと連携し，純日本料理に限らず高級多国籍料理をター

ゲットとして販路拡大を図る。 

 

・ バイヤー等の産地招聘や，生産者によるセールス活動や展示会・商談

会への出展，プロモーション等の取組支援，現地パートナーとの連携に

より差別化を図る。 

100 百万円 

インド 
今後

期待 
9t 22 百万円 

・ 地域で輸入規制が異なる。 

・ 地域で食の嗜好性（ベジタリアンが多く魚を食べない

等）が異なり，魚食は西岸部ムンバイなど限定的。 

・ 魚を扱えるシェフが少ない。 

 ・ 魚食志向のあるムンバイ等の都市をターゲットにプロモーションを

展開する。 

・ 加工度の高いブリのロイン等を訴求 
30 百万円 

その他 － 522t 297 百万円 －  － 310 百万円 

合計  12,612t 17,366 百万円   合 計 25,000 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ ブリ人工種苗については，種苗生産施設整備が完了し，早期人工種苗の供給体制が構築された。今後，

人工種苗の沖出し直後の初期減耗が課題 

・ カンパチ人工種苗については，官民連携による種苗供給体制が開始。これまでの育種により種苗性が向

上したが，中間育成の技術確立や漁場の確保等が課題 

・ 鰹節のＥＵへの輸出を実現するため，ＥＵの厳しい基準に適合した製造技術を開発。製造技術の実装，

鰹節製造工場の施設認定の取得や販売促進に向けたマーケティング調査を実施する必要 

・ 生産基盤の維持・強化を図るため，計画的な老朽化施設の更新・改良が必要 

・ 生産性の向上を図るため，必要に応じた新規養殖関連施設などの整備が必要 

＜ブリ・カンパチ共通＞育種・中間育成技術の向上（高成長形質を有する人工種苗の育種等） 

＜ブリ＞ 沖だし直後の生残率の向上を目的とした中間育成技術改善に向けた実証試験の実施 

＜カンパチ＞中間育成技術向上のための実証試験を実施 

＜鰹節＞県内鰹節工場のＥＵ向け鰹節製造技術の実装支援や施設認定（ＥＵ‐ＨＡＣＣＰ）の取

得支援，ＥＵ内のマーケティング調査を実施 

＜施設整備＞養殖関連施設や荷さばき施設など漁業用共同利用施設については，計画的な整備を

進め，生産性の向上を図る。 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 輸出用加工場の整備により輸出用産品の生産能力が向上 

（養殖ブリの加工能力：約 6,000 トン／年→約 7,800 トン／年） 

・ 水産加工品の更なる輸出拡大にあたっては，輸出先国の規制に対応した施設及び体制の整備が必要 

・ 拡大する海外需要に対応するため，産地加工生産の強化（効率化・高度化）を図る。 

・ 輸出先国の規制やニーズに対応したＨＡＣＣＰ等の基準を満たすために必要な機器・施設の

整備が必要 
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品目別戦略（重点品目） 

ケ 焼酎 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相

手国 
区分 

令和６年度（現状） 
国・地域別の強み，課題 

 
施策方針 

令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

中国 重点 149.3kl 119 百万円 

・ 中国における酒類市場（約 37.7 兆円）は，日

本（3.2 兆円）の 10 倍と大きく，最大の輸出先

国であるが，外的要因の影響が輸出量に直結しや

すい。 

・ 現地の若者の白酒離れが進む中，日本のクール

な文化のひとつとして，若者に向けてプロモーシ

ョンが必要 

・ 現地消費者の本格焼酎の認知度はまだ低く，認

知度向上を図るための取組が必要 

 

・ 中国の嗜好やニーズに応じた飲み方の提案，商

品開発（価格，パッケージ等）が必要 

  

 

 

 

・ 県上海事務所や県酒造組合と連携し，若者等をターゲットとしたプロモーションを実施

する。 

 

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するとともに販売促進

につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ等）を支

援する。 

145 百万円 

韓国 重点 126.2kl 67 百万円 

・ 隣国で直行便もあるが，関税を含む関係税が高

く，輸出障壁が高い。一方，インバウンド客も増

加していることから，認知度向上や消費拡大に向

けた取組が必要 

 ・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するとともに販売促進

につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ等）を支

援する。 

82 百万円 

米国 重点 58.5kl 58 百万円 

・ 米国における酒類市場は，日本の 15 倍以上の

規模を誇っており，世界への発信力も高い。  

・ 現地消費者の本格焼酎の認知度はまだ低く，認

知度向上を図るための取組が必要 

・ 法の改正により，ニューヨーク州とカリフォル

ニア州では，24 度以下の焼酎については，ソフト

リカーライセンス等での取扱いが可能となり，飲

食店などにおける消費拡大が期待される。  

・ 米国の嗜好やニーズに応じた焼酎カクテルな

ど飲み方の提案や商品開発（価格，パッケージ等）

が必要 

・ 関税が 15％まで引き上げられたことによる影

響を注視する必要がある。 

  

 

・ これまでに培った人的ネットワークを活用しつつ，県酒造組合と連携し，カクテル市場

での認知度向上に向けた継続的なプロモーションを実施する。  

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するとともに販売促進

につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ等）を支

援する。 

71 百万円 

ＡＳＥ

ＡＮ諸

国 

重点 63kl 46 百万円 

・ ＡＳＥＡＮディレクターや商社等が個別に事

業に取り組んでいるが，宗教や民族が多様であ

り，現地の嗜好やニーズなどの把握が必要 

 ・ ＡＳＥＡＮディレクターや県酒造組合等と連携し，各国の嗜好やニーズの把握や認知度

向上や消費拡大に向けたプロモーションを実施する。 

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するとともに販売促進

につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ等）を支

援する。 

57 百万円 

台湾 重点 29.7kl 30 百万円 

・ 近隣で直行便もあり，販路開拓に取り組みやす

い市場である。また，インバウンド客も増加して

いることから，認知度向上や消費拡大に向けた取

組が必要 

 ・ 県酒造組合等と連携し，各国の嗜好やニーズの把握や認知度向上や消費拡大に向けたプ

ロモーションを実施する。 

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するとともに販売促進

につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ等）を支

援する。 

36 百万円 
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品目別戦略（重点品目） 
輸出相

手国 
区分 

令和６年度（現状） 
国・地域別の強み，課題 

 
施策方針 

令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

香港 重点 15.2kl 17 百万円 

・ 近隣で，販路開拓に取り組みやすい市場であ

る。また，インバウンド客も増加していることか

ら，認知度向上や消費拡大に向けた取組が必要 

 ・ 県香港事務所や県酒造組合等と連携し，各国の嗜好やニーズの把握や認知度向上や消費

拡大に向けたプロモーションを実施する。 

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するとともに販売促進

につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ等）を支

援する。 

20 百万円 

ＥＵ等 重点 5.0kl 5 百万円 

・ フランスは食文化，イギリスは蒸留酒文化のメ

ッカであり，これらの国において評価されること

が，欧州および世界的な評価につながると言われ

ている。  

・ 現地消費者の本格焼酎の認知度はまだ低く，認

知度向上を図るための取組が必要 

 

・ 各国の嗜好やニーズに応じた焼酎カクテルな

ど飲み方の提案，商品開発（価格，パッケージ等）

が必要 

 ・ これまでに培った人的ネットワークや県酒造組合と連携し，継続的なプロモーションを

実施し，英国・フランスにおける評価を高めていく。  

 

 

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するとともに販売促進

につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ等）を支

援する。 

6 百万円 

その他 － 15.5kl 22 百万円 
・ 文化的な背景や輸出規制などの課題，現地ニー

ズの把握等に加え，規制等をクリアする知識やノ

ウハウの周知，商品開発が必要 

 ・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や現地ニーズ等を把握するセミナーの開

催，商談機会創出等の取組を促進する。 27 百万円 

合計  462.4kl 364 百万円   合 計 444 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 食品製造業においては，中小事業者が大半を占めており，輸出人材の確保や販路開拓等単独で

の輸出の取組を行うことが困難なことから，中小事業者であっても，輸出に取り組むことができ

る環境の整備が必要 

 

 

 

・ 酒類に係る特有の流通制度への対応 

・ 県酒造組合や国税庁，ジェトロ等の関係機関と連携し，「本格焼酎」そのものの認知度向上に向けたプロモーシ

ョンの実施 

・ 県酒造組合や国税庁やジェトロ等の関係機関と連携し，中小事業者等を対象とした海外市場の理解促進や輸出拡

大に向けた情報提供やセミナー等の実施 

・ 県内酒造メーカーが実施する，多様な消費者ニーズを踏まえた高付加価値酒の開発や，同酒の販路開拓等の支援 

・ 日本の「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録を生かした情報発信を強化 

・ 各国・地域の流通制度に係る情報の整理とその提供 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 人手不足による生産性の低下 

・ 輸出先国・地域における衛生関連の規制等への対応 

・ 食品添加物や包材等の食品関連規制対応 

・ 輸出先国のニーズ（規制や食習慣等）に対応した商品開発や国際水準の認証取得，施設整備を支援 

 

 

-45-



品目別戦略（今後輸出拡大が期待される品目） 

ア 野菜類（キャベツ・大根等） 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

ＡＳＥＡＮ

諸国 
重点 168t 69.71 百万円 

（共通） 

・ タイやシンガポールは市場として定着しつつある。 

・ 鍋の食材として野菜が人気 

・ 日本産の青果物は安心・安全なものとして認知され

ている。 

 

・ 国によっては，海上輸送のリードタイムやコールド

チェーンなど物流上の課題がある。 

 

（シンガポール） 

・ 輸入規制等が緩やかであり，比較的輸出しやすい。 

・ 外食が中心で自宅ではあまり調理しないか簡単な

調理で済ませる文化 

（タイ） 

・ 植物防疫上，植物検疫証明書が必要なほか，一部の

品目について，園地，梱包施設の事前登録や検査が必

要 

（マレーシア） 

・ 現地ニーズや商流，物流上の課題の把握が必要 

 （共通） 

・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やかに対応 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，需要のある鍋の具材用

など，現地に受け入れやすい食べ方の提案も含めて，安心・安全で高品質な本

県産青果を積極的にＰＲ 

・ 鮮度保持に必要な包資材の導入やコールドチェーン構築の取組を支援する。 

・ 輸出コストが高い航空便により輸出可能な青果の発掘 

（シンガポール） 

・ 輸出に意欲的な生産者等の掘り起こしや輸出に向けた支援を行う。 

・ レストランなど外食向けのセールスを積極的に展開 

 

（タイ） 

・ 輸入規制等に対応できる生産者等の育成，産地づくりを推進 

 

（マレーシア） 

・ 現地ニーズ・商流等の調査により青果の輸出可能性を探る。 

・ 輸出に意欲的な生産者等の掘り起こしや輸出に向けた支援を行う。 

150 百万円 

香港 重点 213t 62.95 百万円 

・ 外食が中心で自宅ではあまり調理しないか簡単な

調理で済ませる文化。鍋の食材として野菜が人気 

・ キャベツや大根，かぼちゃなどが輸出されており，

鍋や蒸し料理に使用する食材の需要がある。 

 

 

・ 輸入規制等が緩やかで輸出しやすい。 

 ・ 長年にわたる輸出実績と現地小売店等との関係を活用し，現地ニーズを更に

増やすためのフェアやＰＲ等を実施 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，需要のある鍋の具材用

など，現地に受け入れやすい食べ方の提案も含めて，安心・安全で高品質な本

県産野菜類を積極的にＰＲ 

・ レストランなど外食向けのセールスを積極的に展開 

・ 輸出に意欲的な生産者等の掘り起こしや輸出に向けた支援を行う。 

90 百万円 

米国 重点 32.3t 17.23 百万円 

・ 令和６年度からグアム向けにキャベツやごぼう，じ

ゃがいも，ハワイ向けにごぼうや大根が輸出されてい

る。 

・ 本土向けには乾燥野菜やさつまいも加工品などの

加工品が輸出されている。 

・ 海上輸送のリードタイムなど物流上の課題がある。 

 ・ グアム，ハワイ向けについては，現地小売店や生産者等と緊密に連携し，現

地ニーズにきめ細やかに対応するとともに，新たな食べ方等を提案し，更なる

需要を創出 

・ 本土向けについては，加工品の輸出を推進するとともに，青果のトライアル

輸出を通じて市場可能性，課題を把握し，課題に対応できる産地づくりや商流・

物流の構築を推進 

・ 鮮度保持に必要な包資材の導入を支援 

・ 輸出コストが高い航空便により輸出可能な青果の発掘 

22 百万円 

台湾 重点 2.3t 4.24 百万円 

・ 高品質な日本産の青果には一定の需要がある。 

 

 

 

・ 輸入規制が比較的厳しく，植物検疫，表示規制，残

留農薬検査，原産地表示などの要件をクリアする必要

がある。 

 ・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やかに対応 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとしたＰＲを積極的に展開 

・ 残留農薬基準などに対応した防除暦の作成・普及，輸入規制等に対応できる

生産者の育成，産地づくりを推進 11 百万円 

ＥＵ等 重点 0.29t 0.9 百万円 
・ 少量ながら加工品が輸出されている。 

・ 海上輸送のリードタイムが長く，鮮度維持が課題 

 ・ 低次加工品の輸出可能性を探るとともに，低次加工品の輸出に意欲的な事業

者等の掘り起こしを行う。 
3.5 百万円 
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品目別戦略（今後輸出拡大が期待される品目） 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

中東地域

（ＵＡＥ

等） 

今後

期待 
－ － 

・ 海上輸送のリードタイムが長く，鮮度維持が課題 

・ 現地ニーズや商流等を把握する必要がある。 

・ 植物検疫証明書や輸入許可証が必要である。 

・ 加工品はハラール表示が選好される傾向がある。 

 ・ 現地ニーズ・商流等の調査により輸出可能性を探るとともに，まずは低次加

工品の輸出に向けて，商談機会の創出やハラール認証の取得支援，トライアル

輸出を検討する。 

・ 輸入規制に対応できる生産者の育成，産地づくりを推進 

1 百万円 

インド 
今後

期待 
－ － 

・ タマネギを除く野菜について，検疫条件を設定して

いないため，輸出が認められていない。 

 ・ 低次加工品の輸出可能性を探るとともに，低次加工品の輸出に意欲的な事業

者等の掘り起こしを行う。 1 百万円 

その他 － 0.04t 0.05 百万円 －  － 0.5 百万円 

合計  416t 155.4 百万円   合 計 279 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 輸出に意欲的に取り組む生産者の確保及び産地づくり。 

・ 安定した品質と量の確保 

・ 輸入規制の厳しい輸出先国・地域向けに対応できる生産者が限られており，輸出拡大

に向けた生産者の育成・産地づくりが必要 

・ 輸出セミナーの開催や，輸出を希望する事業者への伴走支援を通じて，新たな輸出産地の掘り起こしを推進 

・ 気象に左右されにくい品種の選定など品質と量の確保に向けた意欲ある生産者等の取組への支援 

・ 規格など輸出先国のニーズに対応した栽培暦や農薬基準等に対応した防除暦の作成の推進 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 大ロット輸送に対応した一時保管施設の整備 ・ 生産者等による一時保管施設の整備や選果・こん包施設整備の推進 
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品目別戦略（今後輸出拡大が期待される品目） 

イ 米粉 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

ＥＵ等 重点 17.2t 5.75 百万円 

・ グルテンフリーやビーガン・ヘルシー志向の

高まりとともに，パン・菓子・パン粉代替品の

原料として米粉のニーズが高まりつつあり，グ

ルテンフリー市場が拡大しつつある。 

・ 加工食品の原材料としての需要が中心 

 ・ 販路の維持・拡大に向けた生産者等の取組を支援する。 

 

5.75 百万円 

その他 － 1.8t 0.74 百万円 －  － 0.75 百万円 

合計  19t 6.49 百万円   合 計 6.5 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 主食用米への転換による米粉用米作付面積の減少が懸念 

・ 米粉の生産に新たに取り組むには，原料の確保や施設整備が必要 

・ 輸出拡大に向けた関係団体等との検討会の開催や，米粉用向け品種の育成，現地実証の取組を推進 

・ 輸出に意欲のある事業者による施設整備等の課題解決を支援 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 主食用米への転換による米粉用米の確保が不透明 ・ 生産者と加工事業者等のマッチングを促進する等，生産から加工までのサプライチェーンの強化を推進 
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品目別戦略（今後輸出拡大が期待される品目） 

ウ 切り花等（切り花加工品含む） 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相手国 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

米国 重点 3,335 本 0.97 百万円 

・ 大規模な米国の花市場において，品質

の高い日本産花材には一定の需要が見

込めるが，品種・季節性に左右されやす

い。 

・ 生花輸出は日数・輸送条件の制約が大

きく，長距離輸送での鮮度維持が課題に

なることが多い。 

 ・ トライアル輸出を通じて市場可能性を検証するとともに，課題を把握し，課題に対

応できる産地づくりや商流・物流の構築を推進 

 

 

・ 商社等と連携し，他品目との混載等による流通コストの削減や輸送中の鮮度を保持

するための取組を検討・実施する。 

2 百万円 

合計  3,335 本 0.97 百万円   合 計 2 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 海外需要のある品目の把握が必要 

・ 輸出に意欲的に取り組む生産者の育成が必要 

・ 輸入規制に対応できる産地づくりが必要 

・ 海外で需要が高い切り花等について，引き続き情報収集を行う。 

・ 産地へのヒアリングやセミナーの開催等により輸出に意欲的な生産者の育成を図る。 

・ 生産者と緊密に連携し，輸入規制に対応した産地づくりに取り組む。 

・ 通年で切り花を輸出できる生産・出荷体制の構築を推進 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 輸出事例が少ないことから，梱包方法や流通方法の知見が少ない。 

・ 輸出先国や品目によっては登録申請が必要 

・ 市場や商社等との緊密な連携を図り，梱包資材の作成や流通体系の構築を推進 

・ 輸出に意欲のある生産者の流通上の課題解決の支援 
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品目別戦略（今後輸出拡大が期待される品目） 

エ その他酒類（ウイスキー・リキュール等） 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相

手国 
区分 

令和６年度（現状） 
国・地域別の強み，課題 

 
施策方針 

令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

台湾 重点 － 71 百万円 

・ 日本から台湾への輸出額は，アルコール飲料が上位を占めている。また，本県において

もアルコール飲料の輸出量が多い国であり，台湾市場においては，近年ウイスキーに対す

る注目度が高まっている。 

・ ジャパニーズウイスキーの認知度が高まる一方，本県産のウイスキーの認知度は低い。 

・ 台北，台中地域で定番化している商品もある一方，これまで日本産品の販路開拓に取り

組めていない台南地域における販路も拡大していく必要がある。 

・ 鹿児島と台湾を結ぶ国際定期便が運航しているほか，地理的に近接しており，物流面の

利便性が高い。 

 

  

 

 

・ 海外での営業力強化に必要な取組を促進する。

また，輸出商社と県内事業者が連携して行う営業

活動や商談機会創出等の取組を促進し，現地輸入

業者や小売業者との関係強化を図る。 

・ 地理的な利便性を生かしながら，県内事業者と

連携した販売促進活動を展開する。 

 

82 百万円 

中国 重点 － 56 百万円 

・ 中国における酒類市場（約 37.7 兆円）は，日本（3.2 兆円）の 10 倍と大きく，最大の

輸出先国であり，本県の焼酎やウイスキーの輸出量も多い国である。 

・ ジャパニーズウイスキーの認知度が高まる一方，本県産のウイスキーの認知度は低い。 

 

 

 

・ 鹿児島と上海を結ぶ国際定期便が運航しているほか，地理的に近接しており，物流面の

利便性が高い。 

 

  

 

・ 海外での営業力強化に必要な取組を促進する。

また，輸出商社と県内事業者が連携して行う営業

活動や商談機会創出等の取組を促進し，現地輸入

業者や小売業者との関係強化を図る。 

・ 本県海外事務所等のネットワークを活用すると

ともに，地理的な利便性を生かしながら，県内事

業者と連携した販売促進活動を展開する。 

64 百万円 

米国 重点 － 34 百万円 

・ 米国における酒類市場は，日本の 15 倍以上の規模を誇っており，世界への発信力も高

い。また，酒類に占める割合のうち，蒸留酒が３割以上を占めており，蒸留酒文化である

本県とも親和性が高い。 

・ 米国向け日本産アルコール飲料における輸出額が過去 10 年間で 2.9 倍に増加している。

特にウイスキーは 2015 年から 2024 年にかけて，約４倍と急拡大しており，今後も拡大が

期待できる市場 

・ ジャパニーズウイスキーの認知度が高まる一方，本県産のウイスキーの認知度は低い。 

  

 

 

・ 海外での営業力強化に必要な取組を促進する。

また，輸出商社と県内事業者が連携して行う営業

活動や商談機会創出等の取組を促進し，現地輸入

業者や小売業者との関係強化を図る。 

39 百万円 

その他 － － 79 百万円 

・（ＡＳＥＡＮ諸国）輸出に取り組むプレイヤーがいるものの輸出量は少ない。ＡＳＥＡＮ

ディレクターを活用し，現地でのニーズ把握や効果的な営業等を行うことが必要 

 

 

 

・（インド，中東地域等）文化的な背景や輸出規制などの課題，現地ニーズの把握等に加え，

規制等をクリアする知識やノウハウが必要 

 ・輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や

現地ニーズ等を把握するセミナーの開催，商談機

会創出等の取組を促進する。 

・鹿児島にゆかりのあるオーナーや協力店舗などキ

ープレーヤーを確保し，販路を拡大する。 

・ニーズをはじめとした，情報収集に努める。 

91 百万円 

合計  － 240 百万円   合 計 276 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 国内外の高まる需要に対し，供給が追い

つかない。 

・ 酒類に係る特有の流通制度への対応 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和し，施設整備を支援する。 

・ 県内企業等の海外事業展開を支援するため，貿易実務や通関，金融など専門のアドバイザーと連携した貿易相談や貿易実務講座を開催する等の取組を促進する。 

・ 輸出に関するノウハウを持たない県内事業者等の輸出促進を図るため，輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取組を促進する。 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 人手不足による生産性の低下 

・ 輸出事例が少ないことから，梱包方法や流通方法の知見が少ない。 

・ 輸出先国や品目によっては登録申請が必要 

・ 輸出先国のニーズ（規制や食習慣等）に対応した商品開発や国際水準の認証取得，施設整備を支援する。 
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品目別戦略（今後輸出拡大が期待される品目） 

オ 菓子 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相

手国 
区分 

令和６年度（現状） 
国・地域別の強み，課題 

 
施策方針 

令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

米国 重点 － 37 百万円 

・ 日系及びアジア系の小売店舗の進出が進んでおり，日本産食品に対する関

心や需要が高い。一方で，日系及びアジア系以外の市場に対する認知度向上

が課題 

・ 諸外国と比べ，砂糖の量が多いものを好む傾向にある一方，健康への配慮

から糖分を避ける傾向も見られており，健康志向の意識が高まっている。 

・ 抹茶やゆずに加えて，さつまいもの認知度も向上しており，それらを使用

したスイーツの人気が高まっている。 

 

 

 

 

・ 物価高騰や関税負担増加の影響により，現地における販売価格が高水準と

なり，価格競争力に課題 

・ 米国食品医薬品局(ＦＤＡ)の規制に適合する商品開発や施設整備が必要 

 ・ 健康志向を訴求した提案や取組を展開しながら，日系及びア

ジア系小売店舗との連携を強化するとともに，日系及びアジア

系以外の現地小売店舗との関係構築やプロモーションを推進

する。 

 

・ 現地消費者の多様な嗜好に対応するため，県産品の強みを生

かすなど幅広い商品開発やバリエーションの展開が円滑に進

むよう支援する。 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創

出等の取組を促進し，現地輸入業者や小売業者との関係強化を

図る。 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，米国食

品医薬品局（ＦＤＡ）の規制に適合した商品開発や国際水準の

認証取得，施設整備を支援する。 

42 百万円 

香港 重点 － 30 百万円 

・ 日系小売店舗の現地展開が進んでいるほか，訪日経験を有する消費者が一

定数存在することから，日本産品に対する購買意欲や受容性が高い。 

・ 地理的に近接しており，物流面の利便性が高い。また，現地事務所が設置

されており，連携した取組が可能 

・ 他国に比べ，食品規制が比較的緩やかである一方，多民族・多文化が共存

する都市であり，欧米系やアジア系をはじめとする多様な嗜好が混在してい

る。また，低コストで質の高い商品を重視する傾向が強く，現地消費者の多

様な嗜好や需要に対応した商品展開が一層求められる。 

 ・ 本県海外事務所等のネットワークを活用し，訪日経験者や日

系小売店舗と連携するとともに，地理的な利便性を生かしなが

ら，県内事業者と連携した販売促進活動を展開する。 

 

・ 本県海外事務所等との連携をはじめ，鹿児島にゆかりのある

オーナーや協力店舗などキープレーヤーを確保し，販路を拡大

する。 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，現地消

費者の多様な嗜好に対応するため，県産品の強みを生かすなど

幅広い商品開発やバリエーションの展開が円滑に進むよう支

援する。 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創

出等の取組を促進し，現地輸入業者や小売業者との関係強化を

図る。 

34 百万円 

台湾 重点 － 28 百万円 

・ 日系小売店舗の進出が進んでおり，日本産食品に対する関心や需要が高

い。 

 

・ 鹿児島と台湾を結ぶ国際定期便が運航しているほか，地理的に近接してお

り，物流面の利便性が高い。 

・ 日本産食品の種類が豊富で，市場も成熟している。市場競争の厳しさも増

していることから，現地消費者の嗜好や需要に対応した商品開発や低コスト

で質の高い商品展開が一層求められる。 

 

・ キャンディー類など台北，台中地域で定番化している商品もある一方，こ

れまで日本産品の販路開拓に取り組めていない台南地域における販路も拡

大していく必要がある。 

 ・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創

出等の取組を促進し，現地輸入業者や小売業者との関係強化を

図る。 

・ 地理的な利便性を生かしながら，県内事業者と連携した販売

促進活動を展開する。 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，現地消

費者の多様な嗜好に対応するため，県産品の強みを生かすなど

幅広い商品開発やバリエーションの展開が円滑に進むよう支

援する。 

・ 台湾屏東県とのＭＯＵを契機とした交流等を生かし，台南地

域での販路を拡大する。 

32 百万円 
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品目別戦略（今後輸出拡大が期待される品目） 
輸出相

手国 
区分 

令和６年度（現状） 
国・地域別の強み，課題 

 
施策方針 

令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

その他 － － 57 百万円 

・（韓国）地理的に近接しており，物流面の利便性が高い。一方，自国内の菓子

ブランドが強い背景もある。現地ニーズを踏まえた商品開発の支援や営業活

動の支援等により，輸出に取り組む事業者を掘り起こすことが必要 

・（中国）地理的に近接し，物流面の利便性も高い。国際定期便が運航している

ほか，現地事務所も設置されているため，連携した取組が可能。一方，自国

内の安価な競合商品が多数存在し，品質も上がっている背景もある。現地ニ

ーズを踏まえた商品開発の支援や営業活動の支援等により，輸出に取り組む

事業者を掘り起こすことが必要 

・（ＡＳＥＡＮ諸国）輸出に取り組むプレイヤーがいるものの輸出量は少ない。

ＡＳＥＡＮディレクターを活用し，現地でのニーズ把握や効果的な営業等を

行うことが必要 

・（ＥＵ等，中東地域，インド）文化的な背景や輸出規制などの課題，現地ニー

ズの把握等に加え，規制等をクリアする知識やノウハウの周知，商品開発が

必要 

 ・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，輸出先

国のニーズ（規制や食習慣等）に対応した商品開発や国際水準

の認証取得を促進する。 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や現地ニーズ

等を把握するセミナーの開催，商談機会創出等の取組を促進す

る。 

・ 本県海外事務所等との連携をはじめ，鹿児島にゆかりのある

オーナーや協力店舗などキープレーヤーを確保し，販路を拡大

する。 

66 百万円 

合計  － 152 百万円   合 計 174 百万円 

 

２ 輸出産地の育成・展開 
現状課題 施策方針 

・ 食品製造業においては，中小事業者が大半を占めており，輸出人材の確保や販路開拓等単独で

の輸出の取組を行うことが困難 

・ 輸出先国におけるマーケット情報や規制等の情報が不足 

・ 国内で使用が認められている食品添加物等が多くの国で使用が認められていない場合がある。 

・ 県内加工食品事業者が輸出市場の多角化と新規販路開拓を進められるよう，製造，営業，輸送コストの増大を緩

和するとともに，輸出先国のニーズ（規制や食習慣等）に対応した商品開発や国際水準の認証取得，施設整備を支

援する。 

・ 県内企業等の海外事業展開を支援するため，貿易実務や通関，金融など専門のアドバイザーと連携した貿易相談

や貿易実務講座を開催する等の取組を促進する。 

・ 輸出に関するノウハウを持たない県内事業者等の輸出促進を図るため，輸出商社と県内事業者が連携して行う営

業活動や商談機会創出等の取組を促進する。 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 人手不足による生産性の低下 

・ 輸出先国・地域における衛生関連の規制等への対応 

・ 食品添加物や包材等の食品関連規制対応 

・ 輸出先国のニーズ（規制や食習慣等）に対応した商品開発や国際水準の認証取得，施設整備を支援する。 
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品目別戦略（今後輸出拡大が期待される品目） 

カ 調味料（黒酢・味噌・醤油等） 
１ 国・地域別の施策方針 

輸出相

手国 
区分 

令和６年度（現状） 
国・地域別の強み，課題 

 
施策方針 

令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

米国 重点 － 12 百万円 

・ 日本食レストランの増加や日系小売店舗の進出により，日本産調味料の認知度が高

まっている。加えて，健康志向の高まりにより，発酵食品やうま味を生かした製品に

対する評価が高い。 

・ 日系及びアジア系以外の市場に対する認知度向上が課題 

 

 

 

・ 物価高騰や関税負担増加の影響により，現地における販売価格が高水準となり，価

格競争力に課題 

・ 米国食品医薬品局(ＦＤＡ)の規制に適合する商品開発や施設整備が必要 

・ 外食が主流である一方，コロナ後の食市場の変化により，自宅で調理する機会も増

加しているため，現地食材と簡単に組み合わせられる調味料などの新たなニーズを

把握し，食材とセットにした営業展開等が必要 

 ・ 日本食レストランや日系小売店舗を中心に健康志向

を訴求した提案や取組を推進しながら，日系及びアジ

ア系以外への市場にも展開を広げ，県産調味料の認知

度向上を図る。 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商

談機会創出等の取組を促進し，現地輸入業者や小売業

者との関係強化を図る。 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，

米国食品医薬品局（ＦＤＡ）の規制に適合した商品開

発や国際水準の認証取得，施設整備を支援する。 

・ 本県の主要産品と組み合わせた提案を実施する。 

14 百万円 

台湾 重点 － 4 百万円 

・ 日本食レストランや日系小売店舗の進出が進んでおり，日本産食品に対する関心や

需要が高い。 

 

・ 鹿児島と台湾を結ぶ国際定期便が運航しているほか，地理的に近接しており，物流

面の利便性が高い。 

・ 日本産食品の種類が豊富で，市場も成熟している。市場における競争も厳しいこと

から，現地消費者の嗜好や需要に対応した商品開発や低コストで質の高い商品展開

が一層求められる。 

 

・ 黒酢や味噌など台北，台中地域で定番化している商品もある一方，これまで日本産

品の販路開拓に取り組めていない台南地域における販路も拡大していく必要があ

る。 

・ 外食が主流であるため，現地食材と簡単に組み合わせられる調味料などの新たなニ

ーズを把握し，食材とセットにした営業展開等が必要 

 ・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商

談機会創出等の取組を促進し，現地輸入業者や小売業

者との関係強化を図る。 

・ 地理的な利便性を生かしながら，県内事業者と連携

した販売促進活動を展開する。 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，

現地消費者の多様な嗜好に対応するため，県産品の強

みを生かすなど幅広い商品開発やバリエーションの展

開が円滑に進むよう支援する。 

・ 台湾屏東県とのＭＯＵを契機とした交流等を生か

し，台南地域での販路を拡大する。 

・ 本県の主要産品と組み合わせた提案を実施する。 

4 百万円 

その他 － － 11 百万円 

・（韓国）地理的に近接しており，物流面の利便性が高い。日本食に使用する調味料の

需要が拡大している背景もある。現地ニーズを踏まえた商品開発の支援や営業活動

の支援等により，輸出に取り組む事業者を掘り起こすことが必要 

・（中国）地理的に近接し，物流面の利便性も高い。国際定期便が運航しているほか，

現地事務所も設置されているため，連携した取組が可能。一方，自国内の安価な競合

商品が多数存在し，品質も上がっている背景もある。現地ニーズを踏まえた商品開発

の支援や営業活動の支援等により，輸出に取り組む事業者を掘り起こすことが必要 

・（香港）輸出に取り組むプレイヤーがいるものの輸出量は少ない。地理的利点や物流

面の利便性，国際定期便が運航している利点も生かしながら，現地事務所を活用し，

現地でのニーズ把握や効果的な営業等を行うことが必要 

・（ＡＳＥＡＮ諸国，中東地域，インド，ＥＵ等）文化的な背景や輸出規制などの課題，

現地ニーズの把握等に加え，規制等をクリアする知識やノウハウの周知，商品開発が

必要 

・（全般）現地食材と簡単に組み合わせられる調味料などの新たなニーズを把握し，食

材とセットにした営業展開等が必要 

 ・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，

輸出先国のニーズ（規制や食習慣等）に対応した商品

開発や国際水準の認証取得，施設整備を支援する。 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や現

地ニーズ等を把握するセミナーの開催，商談機会創出

等の取組を促進する。 

・ 本県海外事務所等との連携をはじめ，鹿児島にゆか

りのあるオーナーや協力店舗などキープレーヤーを確

保し，販路を拡大する。 

・ 本県の主要産品と組み合わせた提案を実施する。 

13 百万円 

合計  － 27 百万円   合 計 31 百万円 
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品目別戦略（今後輸出拡大が期待される品目） 
２ 輸出産地の育成・展開 

現状課題 施策方針 

・ 食品製造業においては，中小事業者が大半を占めており，輸出人材の確保や販路開拓等単独

での輸出の取組を行うことが困難 

・ 輸出先国におけるマーケット情報や規制等の情報が不足 

・ 国内で使用が認められている食品添加物等が多くの国で使用が認められていない場合があ

る。 

・ 県内加工食品事業者が輸出市場の多角化と新規販路開拓を進められるよう，製造，営業，輸送コストの増大を緩

和するとともに，輸出先国のニーズ（規制や食習慣等）に対応した商品開発や国際水準の認証取得，施設整備を支

援する。 

・ 県内企業等の海外事業展開を支援するため，貿易実務や通関，金融など専門のアドバイザーと連携した貿易相談

や貿易実務講座を開催する等の取組を促進する。 

・ 輸出に関するノウハウを持たない県内事業者等の輸出促進を図るため，輸出商社と県内事業者が連携して行う営

業活動や商談機会創出等の取組を促進する。 

 

３ 加工・流通施設の整備 
現状課題 施策方針 

・ 人手不足による生産性の低下 

・ 輸出先国・地域における衛生関連の規制等への対応 

・ 食品添加物や包材等の食品関連規制対応 

・ 輸出先国のニーズ（規制や食習慣等）に対応した商品開発や国際水準の認証取得，施設整備を支援する。 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

 -55-



国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

品目別の施策方針（米国） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 

 

施策方針 

令和 12 年度

（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

水産物

（養殖ブ

リ・カン

パチ・鰹

節等） 

重点 7,204t 13,694 百万円 

・ マーケット規模が大きく、鹿児島産ブリ（冷凍フィレ）がシェアを有し
ている最大・最重要市場 

・ ブリは「ＨＡＭＡＣＨＩ」としてサーモン，マグロに次ぐ寿司商材等と
して浸透し堅調に需要が伸びている。 

・ ブリは西部（カリフォルニア州等）の日系店は飽和状態。中南部（テキ
サス州等）や東海岸（ニューヨーク州等）等において販路開拓の余地があ
る。 

・ 米国内の消費動向について，中食や内食消費が増加しつつある。 
・ ブリ以外の品目の更なる多角化が必要 

  
 
・ 養殖ブリの生産体制の強化や，加工施設の整備による産地加工の強化等

により安定供給を図る。 
・ 西部へのパイプは維持しつつ中南部や東海岸等へ様々なチャネルを活用

しプロモーションを強化 
 
・ 中食等への需要に対応した商品開発及び高次加工が可能な施設等の整備 
・ ブリ以外の品目（カンパチ，鰹節等）の認知度向上に資する販売促進活

動を推進 

19,700 百万円 

お茶 重点 3,246t 5,506 百万円 

・ 健康志向や日本食への高まり等を背景に大手カフェチェーン等では抹茶
商品が定番化し，ラテなどの飲料やスイーツとしての需要が増加してい
る。 

 
・ 抹茶の需要拡大に伴い，原料となるてん茶の生産拡大が必要である。 
・ 県内で抹茶を製造・販売する事業者が少ない。 
 
・ 現状，トランプ関税については，大きな影響は見られていないものの，

引き続き注視が必要である。 

 ・ 海外での需要が高い抹茶に適した品種「せいめい」の産地化に引き続き
取り組む。また，「栽培・加工技術標準作業手順書（鹿児島版ＳＯＰ（スタ
ンダード・オペレーティング・プロシージャー）」」を作成し，高品質で安
定した生産の展開 

・ 抹茶加工事業者とてん茶の生産者がコンソーシアムを形成し，「かごし
まの抹茶」として拡大する需要に対応できる生産体制及び直接輸出の拡大
に向けた流通・販売体制の構築 

・ 現地デスクの設置による市場調査等への情報収集や輸出に必要なＦＤＡ
（アメリカ食品医薬品局）への登録支援 

12,000 百万円 

牛肉 重点 703t 4,361 百万円 

・ 米国は世界有数の牛肉消費国であり，市場規模が大きく輸出は年々増加 
 
・ サンフランシスコ・ラスベガスといった西部を中心に食品展示会への出

展等により，県内事業者は商流を構築。また，ニューヨークなど東部の一
部においても商流を構築 

・ 西部においては，日本産牛肉の認知度が向上するとともに，非ロイン系
部位の利用も徐々に浸透 

・ 州別人口・経済規模ともに全米２位のテキサス州等の南部において，市
場開拓の余地がある。 

 ・ 食品展示会への出展，カット技術・調理方法の指導，バイヤー招へいな
ど，実需者に対する，きめ細やかなフォローアップを実施 

・ 西部やニューヨークなど販路のある地域において，販売指定店制度を推
進し，指定店でのイベント活動等により，鹿児島和牛の認知度向上及び更
なる輸出拡大を図る。 

・ ロイン系以外のセカンダリー部位（モモ・カタ等）の需要が増えつつあ
ることから，引き続きカット技術指導と合わせた販売促進活動を展開 

・ 南部は富裕層が多く，和牛の需要が見込めることから，これまで取引の
あるバイヤー等との商流を生かして販路開拓に取り組む。 

7,150 百万円 

木材 重点 0.8 千㎥ 47 百万円 

・ フェンス材に利用されている米スギの代替材として日本産スギの需要が
増加 

 
 
・ 本県から中国に輸出した丸太の一部がフェンス材に加工され米国に輸出

されている。 
・ 日本産スギ・ヒノキの２×４構造材が設計強度の認可を受け，当該木材

の需要拡大が期待される。 
・ ２×４構造材を輸出するには，米国検査機関による格付けが必要 

 ・ 製材品等の安定的供給体制の構築 
・ 鹿児島県産材輸出サポーターが実施する海外バイヤーの招へいや商談等

の取組を支援（フェンス材，２×４構造材） 
・ 現地展示会の出展による建築士等を対象とした県産製材品の認知度向上 
・ 米国の規格に合わせたフェンス材生産ラインの整備や製造・流通コスト

の低減及び販路の確保 
・ 米国検査機関による格付けを有した現地企業との連携など本県にとって

最適な２×４構造材輸出体制の整備 

500 百万円 

さつまい

も 
重点 109t 66 百万円 

・ 令和６年度から米国のグアム向けに本格的なさつまいもの輸出を開始。
安定した市場として定着しつつある。 

 
・ 米国本土向けには，青果のさつまいもの輸出が認められておらず，冷凍

焼き芋など加工品が輸出されている。 
・ 青果のさつまいもの輸出解禁に向けて，２国間協議が進められている。 

 ・ グアムについては，現地小売店や生産者等を緊密に連携し，現地ニーズ
にきめ細やかに対応するとともに，新たな食べ方等を提案し，更なる需要
を創出 

・ 本土向けには，加工品の輸出を推進するとともに，青果のさつまいもの
輸出解禁について，米国との協議の迅速化を国に要望（さつまいもに対す
る潜在的な需要・市場可能性を調査） 

100 百万円 

焼酎 重点 58.5kl 58 百万円 

・ 米国における酒類市場は，日本の 15 倍以上の規模を誇っており，世界へ
の発信力も高い。  

・ 現地消費者の本格焼酎の認知度はまだ低く，認知度向上を図るための取
組が必要 

 
・ 法の改正により，ニューヨーク州とカリフォルニア州では，24 度以下の

焼酎については，ソフトリカーライセンス等での取扱いが可能となり，飲
食店などにおける消費拡大が期待される。  

・ 米国の嗜好やニーズに応じた焼酎カクテルなど飲み方の提案や商品開発
（価格，パッケージ等）が必要 

・ 関税が 15％まで引き上げられたことによる影響を注視する必要がある。 

  
 
・ これまでに培った人的ネットワークを活用しつつ，県酒造組合と連携し，

カクテル市場での認知度向上に向けた継続的なプロモーションを実施す
る。  

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信すると
ともに販売促進につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 
・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッ

ケージ等）を支援する。 

71 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 

 

施策方針 

令和 12 年度

（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

菓子 
今後

期待 
－ 37 百万円 

・ 日系及びアジア系の小売店舗の進出が進んでおり，日本産食品に対する
関心や需要が高い。一方で，日系及びアジア系以外の市場に対する認知度
向上が課題 

・ 諸外国と比べ，砂糖の量が多いものを好む傾向にある一方，健康への配
慮から糖分を避ける傾向も見られており，健康志向の意識が高まってい
る。 

・ 抹茶やゆずに加えて，さつまいもの認知度も向上しており，それらを使
用したスイーツの人気が高まっている。 

・ 物価高騰や関税負担増加の影響により，現地における販売価格が高水準
となり，価格競争力に課題 

・ 米国食品医薬品局(ＦＤＡ)の規制に適合する商品開発や施設整備が必要 

 ・ 健康志向を訴求した提案や取組を展開しながら，日系及びアジア系小売
店舗との連携を強化するとともに，日系及びアジア系以外の現地小売店舗
との関係構築やプロモーションを推進する。 

・ 現地消費者の多様な嗜好に対応するため，県産品の強みを生かすなど幅
広い商品開発やバリエーションの展開が円滑に進むよう支援する。 

 
・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取組

を促進し，現地輸入業者や小売業者との関係強化を図る。 
・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，米国食品医薬品局

（ＦＤＡ）の規制に適合した商品開発や国際水準の認証取得，施設整備を
促進する。 

42 百万円 

その他酒

類（ウイ

スキー・

リキュー

ル等） 

今後

期待 
－ 34 百万円 

・ 米国における酒類市場は，日本の 15 倍以上の規模を誇っており，世界へ
の発信力も高い。また，酒類に占める割合のうち，蒸留酒が３割以上を占
めており，蒸留酒文化である本県とも親和性が高い。 

・ 米国向け日本産アルコール飲料における輸出額が過去 10 年間で 2.9 倍
に増加している。特にウイスキーは 2015 年から 2024 年にかけて，約４倍
と急拡大しており，今後も拡大が期待できる市場 

・ ジャパニーズウイスキーの認知度が高まる一方，本県産のウイスキーの
認知度は低い。 

  
 
 
・ 海外での営業力強化に必要な取組を促進する。また，輸出商社と県内事

業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取組を促進し，現地輸入
業者や小売業者との関係強化を図る。 

39 百万円 

野菜類

（キャベ

ツ・大根

等） 

今後

期待 
32.3t 17.23 百万円 

・ 令和６年度からグアム向けにキャベツやごぼう，じゃがいも，ハワイ向
けにごぼうや大根が輸出されている。 

 
・ 本土向けには乾燥野菜やさつまいも加工品などの加工品が輸出されてい

る。 
・ 海上輸送のリードタイムなど物流上の課題がある。 

 ・ グアム，ハワイ向けについては，現地小売店や生産者等と緊密に連携し，
現地ニーズにきめ細やかに対応するとともに，新たな食べ方等を提案し，
更なる需要を創出 

・ 本土向けについては，加工品の輸出を推進するとともに，青果のトライ
アル輸出を通じて市場可能性，課題を把握し，課題に対応できる産地づく
りや商流・物流の構築を推進 

・ 鮮度保持に必要な包資材の導入を支援 
・ 輸出コストが高い航空便により輸出可能な青果の発掘 

22 百万円 

調味料

（黒酢・

味噌・醤

油等） 

今後

期待 
－ 12 百万円 

・ 日本食レストランの増加や日系小売店舗の進出により，日本産調味料の
認知度が高まっている。加えて，健康志向の高まりにより，発酵食品やう
ま味を生かした製品に対する評価が高い。 

・ 日系及びアジア系以外の市場に対する認知度向上が課題 
 
・ 物価高騰や関税負担増加の影響により，現地における販売価格が高水準

となり，価格競争力に課題 
・ 米国食品医薬品局(ＦＤＡ)の規制に適合する商品開発や施設整備が必要 
・ 外食が主流である一方，コロナ後の食市場の変化により，自宅で調理す

る機会も増加しているため，現地食材と簡単に組み合わせられる調味料な
どの新たなニーズを把握し，食材とセットにした営業展開等が必要 

 ・ 日本食レストランや日系小売店舗を中心に健康志向を訴求した提案や取
組を推進しながら，日系及びアジア系以外への市場にも展開を広げ，県産
調味料の認知度向上を図る。 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取組
を促進し，現地輸入業者や小売業者との関係強化を図る。 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，米国食品医薬品局
（ＦＤＡ）の規制に適合した商品開発や国際水準の認証取得，施設整備を
促進する。 

・ 本県の主要産品と組み合わせた提案を実施する。 

14 百万円 

切り花等

（切り花

加工品含

む） 

今後

期待 
3,335 本 0.97 百万円 

・ 大規模な米国の花市場において，品質の高い日本産花材には一定の需要
が見込めるが，品種・季節性に左右されやすい。 

・ 生花輸出は日数・輸送条件の制約が大きく，長距離輸送での鮮度維持が
課題になることが多い。 

 ・ トライアル輸出を通じて市場可能性を検証するとともに，課題を把握し，
課題に対応できる産地づくりや商流・物流の構築を推進 

・ 商社等と連携し，他品目との混載等による流通コストの削減や輸送中の
鮮度を保持するための取組を検討・実施する。 2 百万円 

合計  － 23,833 百万円   合 計 39,640 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

品目別の施策方針（ＡＳＥＡＮ諸国） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

牛肉 重点 309t 1,886 百万円 

（全体） 

・ 本県からＡＳＥＡＮ諸国に向けた輸出は年々増加傾

向 

 

（シンガポール） 

・ 多様な部位（ウデ・モモ等）のニーズがある。 

 

 

 

（タイ，ベトナム，フィリピン） 

・ タイやベトナム，フィリピンなどでは，和牛へのニ

ーズが高まっている。 

 （全体） 

・ 販売指定店におけるフェア開催などのＰＲ活動により，鹿児島和牛のさらなる

認知度向上と輸出拡大を図る。 

・ 食品展示会への出展やバイヤー招へい等による販路拡大に取り組む。 

（シンガポール） 

・ 和牛日本一を前面に出したプロモーションの展開等により，国内他県産との差

別化を図り，シェアの維持・拡大を図る。 

・ 販売指定店等に対し，多様な部位（ウデ，モモ等）の活用を提案し，フルセッ

ト（一頭買い）の取引を推進する。 

（タイ，ベトナム，フィリピン） 

・ 大幅な需要拡大が見込まれる市場については，展示会や商談会への出展支援，

積極的なセールス展開により，更なる販路開拓を図る。 

6,360 百万円 

水産物（養

殖ブリ・カ

ンパチ・鰹

節等） 

重点 3,395t 1,059 百万円 

東南アジア地域の経済発展に伴い需要の増加が見込

まれる。 

① 輸出障壁が低く輸出しやすいが，他県他国産との競

合が激しい（シンガポール）。 

② 富裕層が増加し，和食がステータス化。北部と南部

で嗜好が異なる（ベトナム）。 

③ 富裕層が増加しているものの，他県産ブリとの競合

あり。カンパチは認知度が低い（マレーシア）。 

④ ＡＳＥＡＮではインドネシア産をはじめ，安価な鰹

節が製造されているが，上質な品質を求める高級日本

食レストランにおいて日本産鰹節が使用されている。 

  

 

① バイヤー等の産地招へいやシェフ向け勉強会等により品質やストーリーを訴

求して，鹿児島ブランド力向上による差別化を図る。（シンガポール） 

② 北部は冷凍に抵抗あり，南部は受け入れつつあるので，北部は鮮魚のカンパチ，

南部は冷凍ブリをＰＲ（ベトナム） 

③ 他県産ブリ等の輸出が進んでいるため，輸出パートナーや現地プレイヤーを発

掘（マレーシア） 

④ 高級日本食レストランをターゲットに，本県の高品質な鰹節を，産地招へいや

シェフ向け勉強会等により訴求 

1,520 百万円 

さつまいも 重点 1,023t 470 百万円 

（共通） 

・ 現地では焼き芋需要が大きく，Ｓサイズでも人気 

 

 

 

 

 

（シンガポール） 

・ 安定した市場として定着しつつある。 

 

・ 輸入規制等が緩やかで，比較的輸出しやすく，低価

格の近隣産，国内他県産との競合が激しい。 

・ 有機栽培のさつまいもについて，新たなニーズがあ

る。 

（タイ） 

・ 現地小売店では焼き芋が人気であり，今後も需要の

伸びが期待されている。 

・ 植物防疫上，植物検疫証明書が必要なほか，選別・

梱包施設の事前登録が必要 

・ 現地産・国内他県産のさつまいもとの競合がある。 

（マレーシア） 

・ 輸入規制等が緩く，本県からの輸出量が伸びている。 

・ 有機栽培のさつまいもについて，新たなニーズがあ

る。 

・ 現地産・国内他県産との競合がある。 

 （共通） 

・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やかに対応する

ことで，安定した市場として定着を図る。 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，安心・安全で高品質な本

県産さつまいもを積極的にＰＲするとともに，新たな食べ方等を提案し，更なる

需要を創出 

・ バイヤー招へいや商談機会の創出等による新たな販路開拓 

（シンガポール） 

・ 長年にわたる輸出実績と現地小売店等との関係を活用し，現地ニーズを更に増

やすためのフェアやＰＲ等を実施 

・ 現地の新たなニーズに対応した有機栽培のさつまいもや品種の豊富なライン

ナップを前面に出した売り込みにより，近隣産・国内他県産との差別化を図る。 

 

（タイ） 

・ 現地小売店等と連携したフェアの開催等による認知度向上及び販路拡大 

・ 輸入規制等に対応できる生産者等の育成，産地づくりを推進 

 

・ 安定した量・品質，サイズと品種の豊富なラインナップなどを前面に出した売

り込みにより現地産・国内他県産との差別化を図る。 

（マレーシア） 

・ 現地小売店等と連携したフェアの開催等による認知度向上・販路の拡大を図

る。 

・ 現地の新たなニーズに対応した有機栽培のさつまいもや品種の豊富なライン

ナップを前面に出した売り込みにより，現地産・国内他県産との差別化を図る。 

850 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

焼酎 重点 63kl 46 百万円 

・ ＡＳＥＡＮディレクターや商社等が個別に事業に取

り組んでいるが，宗教や民族が多様であり，現地の嗜

好やニーズなどの把握が必要 

 ・ ＡＳＥＡＮディレクターや県酒造組合等と連携し，各国の嗜好やニーズの把握

や認知度向上や消費拡大に向けたプロモーションを実施する。 

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するととも

に販売促進につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ

等）を支援する。 

57 百万円 

柑橘（きん

かん・大将

季等） 

重点 5.76t 5.56 百万円 

（シンガポール） 

・ 中華系の多いシンガポールでは，香港・台湾と同様

にきんかんの人気があり，大将季についても一定の需

要がある。 

・ シンガポールは所得水準が高く品質志向が強い市場

であり，高品質な本県産の柑橘への親和性が高いと見

込まれる。 

 

・ きんかんについては国内他県産との競合がある。 

 

（マレーシア） 

・ マレーシアについては，本県産きんかん・大将季の

輸出も始まっている。 

・ 中華系が多い国であり，香港・台湾で人気のきんか

んの需要が期待できる。 

・ きんかんについては国内他県産との競合が見込まれ

る。 

 （シンガポール） 

・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やかに対応 

 

 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，春節等の贈答品需要の取

り込みのためのＰＲを積極的に展開 

・ 現地フェア等において，きんかん及び大将季を積極的にＰＲし，認知度向上及

び需要の確保に取り組む。 

・ 安定した量・品質，サイズを前面に出した売り込みにより国内他県産との差別

化を図る。 

（マレーシア） 

・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，バイヤー招へいやフェア等の開催を

通じて，本県産きんかん・大将季の需要拡大を図る。 

 

 

・ 安定した量・品質，サイズを前面に出した売り込みにより国内他県産との差別

化を図る。 

8.5 百万円 

野菜類（キ

ャベツ・大

根等） 

今後

期待 
168t 69.71 百万円 

（共通） 

・ タイやシンガポールは市場として定着しつつある。 

・ 鍋の食材として野菜が人気 

・ 日本産の青果物は安心・安全なものとして認知され

ている。 

・ 国によっては，海上輸送のリードタイムやコールド

チェーンなど物流上の課題がある。 

 

（シンガポール） 

・ 輸入規制等が緩やかであり，比較的輸出しやすい。 

・ 外食が中心で自宅ではあまり調理しないか簡単な調

理で済ませる文化 

（タイ） 

・ 植物防疫上，植物検疫証明書が必要なほか，一部の

品目について，園地，梱包施設の事前登録や検査が必

要 

（マレーシア） 

・ 現地ニーズや商流，物流上の課題の把握が必要 

 （共通） 

・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やかに対応 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，需要のある鍋の具材用な

ど，現地に受け入れやすい食べ方の提案も含めて，安心・安全で高品質な本県産

青果を積極的にＰＲ 

・ 鮮度保持に必要な包資材の導入やコールドチェーン構築の取組を支援する。 

・ 輸出コストが高い航空便により輸出可能な青果の発掘 

（シンガポール） 

・ 輸出に意欲的な生産者等の掘り起こしや輸出に向けた支援を行う。 

・ レストランなど外食向けのセールスを積極的に展開 

 

（タイ） 

・ 輸入規制等に対応できる生産者等の育成，産地づくりを推進 

 

（マレーシア） 

・ 現地ニーズ・商流等の調査により青果の輸出可能性を探る。 

・ 輸出に意欲的な生産者等の掘り起こしや輸出に向けた支援を行う。 

150 百万円 

合計  － 3,536 百万円   合 計 8,946 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

品目別の施策方針（台湾） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

牛肉 重点 617t 3,255 百万円 

・ 日本へのインバウンドが増加し，富裕層だけでなく，一般

消費者にも和牛のニーズがある。 

・ 輸入規制等が緩やかで，比較的輸出しやすく，他国産，国

内他県産との競合が激しい。 

 

・ フルセット（一頭買い）や，ロイン系以外の多様な部位（モ

モ・カタ等）のニーズがある。 

 ・ 顧客の安定的な確保と販売強化のため，外食・小売り向けのサンプル提

供やプロモーション活動を実施 

・ 販売指定店におけるフェア開催などのＰＲ活動により，鹿児島和牛のさ

らなる認知度向上と輸出拡大を図る。 

・ 食品展示会への出展やバイヤー招へい等による販路拡大に取り組む。 

・ 販売指定店等に対し，非ロイン系の多様な部位（ウデ，モモ等）の活用

を提案し，フルセット（一頭買い）の取引を推進する。 

5,230 百万円 

お茶 重点 350t 189 百万円 

・ ペットボトル入りの緑茶飲料の需要が拡大しており，安価

なドリンク原料用の煎茶の需要が高い。 

・ 需要拡大に対応するため，台湾向け含めた複数の輸出先国

に向けた防除体系への転換が必要 

 ・ 県茶市場における台湾向け取引体制の構築（継続中） 

 

・ 拡大する需要に対応するため，台湾を含め複数の輸出先国に対応できる

防除体系の転換を支援 

750 百万円 

水産物（養

殖ブリ・カ

ンパチ・鰹

節等） 

重点 331t 450 百万円 

・ 親日・日本食店数増加傾向にあり、有望な市場 

・ 他県産魚との競合が激しい。 

 ・ バイヤー等の産地招へいやシェフ向け勉強会等により品質やストーリ

ーを訴求して，鹿児島ブランド力向上による差別化を図る。 

650 百万円 

木材 重点 9.0 千㎥ 135 百万円 

・ 集成材やＣＬＴなどを用いた非住宅建築物の木造化・木質

化が推進されている。 

 

・ 住宅の木造率が低く，建築士等に対する日本産木材の品質

等の情報提供が必要 

 ・ 製材品等の安定的供給体制の構築 

・ 鹿児島県産材輸出サポーターが実施する海外バイヤーの招へいや商談

等の取組を支援（集成材，ＣＬＴ，内装材など） 

・ 現地展示会の出展による建築士等を対象とした県産製材品の認知度向

上 

300 百万円 

焼酎 重点 29.7kl 30 百万円 

・ 近隣で直行便もあり，販路開拓に取り組みやすい市場であ

る。また，インバウンド客も増加していることから，認知度

向上や消費拡大に向けた取組が必要 

 ・ 県酒造組合等と連携し，各国の嗜好やニーズの把握や認知度向上や消費

拡大に向けたプロモーションを実施する。 

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信する

とともに販売促進につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッ

ケージ等）を支援する。 

36 百万円 

さつまいも 重点 24t 14 百万円 

・ 現地でのフェアの継続開催等により，本県産さつまいもの

認知度が向上しつつあり，需要も高まりつつある。 

・ 本県の多様なさつまいもの品種が評価されている。 

・ 現地産・国内他県産との競合がある。 

 

・ 輸入規制が比較的厳しく，植物検疫，表示規制，残留農薬

検査，原産地表示等の要件をクリアする必要がある。 

 ・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズ（需要があるサイ

ズ，品種，パッケージなど）にきめ細やかに対応できるよう支援 

 

・ 安定した量・品質，サイズと品種の豊富なラインナップなどを前面に出

した売り込みにより現地産・国内他県産との差別化を図る。 

・ 輸入規制に対応できる生産者の育成，産地づくりを推進 

24 百万円 

柑橘（きん

かん・大将

季等） 

重点 0.76t 1.08 百万円 

・ 本県産のきんかんは，大玉で甘く，色味が良いことから，

縁起物・贈答品として需要がある。 

・ 現地でのフェアの継続開催等により，本県産きんかんの認

知度が向上しつつあり，需要も高まりつつある。 

 

 

・ 台湾への輸出に意欲的に取り組んでいる産地がある。 

・ 輸入規制が比較的厳しく，植物検疫，表示規制，残留農薬

検査，原産地表示などの要件をクリアする必要がある。 

・ きんかんについては国内他県産との競合がある。 

 ・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やかに対

応 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，春節等の贈答品需

要の取り込みのためのＰＲを積極的に展開 

・ 現地フェア等において，きんかんと並んで大将季を積極的にＰＲし，安

定した需要の確保に取り組む。 

 

・ 引き続き，残留農薬基準などに対応した防除暦の作成・普及，輸入規制

等に対応できる生産者の育成，産地づくりを推進 

・ 安定した量・品質，サイズを前面に出した売り込みにより国内他県産と

の差別化を図る。 

7 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

その他酒類

（ウイスキ

ー・リキュ

ール等） 

今後

期待 
－ 71 百万円 

・ 日本から台湾への輸出額は，アルコール飲料が上位を占め

ている。また，本県においてもアルコール飲料の輸出量が多

い国であり，台湾市場においては，近年ウイスキーに対する

注目度が高まっている。 

・ ジャパニーズウイスキーの認知度が高まる一方，本県産の

ウイスキーの認知度は低い。 

・ 台北，台中地域で定番化している商品もある一方，これま

で日本産品の販路開拓に取り組めていない台南地域における

販路も拡大していく必要がある。 

・ 鹿児島と台湾を結ぶ国際定期便が運航しているほか，地理

的に近接しており，物流面の利便性が高い。 

  

 

 

 

・ 海外での営業力強化に必要な取組を促進する。また，輸出商社と県内事

業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取組を促進し，現地輸

入業者や小売業者との関係強化を図る。 

 

 

・ 地理的な利便性を生かしながら，県内事業者と連携した販売促進活動を

展開する。 

82 百万円 

菓子 
今後

期待 
－ 28 百万円 

・ 日系小売店舗の進出が進んでおり，日本産食品に対する関

心や需要が高い。 

 

・ 鹿児島と台湾を結ぶ国際定期便が運航しているほか，地理

的に近接しており，物流面の利便性が高い。 

・ 日本産食品の種類が豊富で，市場も成熟している。市場競

争の厳しさも増していることから，現地消費者の嗜好や需要

に対応した商品開発や低コストで質の高い商品展開が一層求

められる。 

・ キャンディー類など台北，台中地域で定番化している商品

もある一方，これまで日本産品の販路開拓に取り組めていな

い台南地域における販路も拡大していく必要がある。 

 ・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取

組を促進し，現地輸入業者や小売業者との関係強化を図る。 

・ 地理的な利便性を生かしながら，県内事業者と連携した販売促進活動を

展開する。 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，現地消費者の多様

な嗜好に対応するため，県産品の強みを生かすなど幅広い商品開発やバ

リエーションの展開が円滑に進むよう支援する。 

・ 台湾屏東県とのＭＯＵを契機とした交流等を生かし，台南地域での販路

を拡大する。 

32 百万円 

野菜類（キ

ャベツ・大

根等） 

今後

期待 
2.3t 4.24 百万円 

・ 高品質な日本産の青果には一定の需要がある。 

 

 

 

・ 輸入規制が比較的厳しく，植物検疫，表示規制，残留農薬

検査，原産地表示などの要件をクリアする必要がある。 

 ・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やかに対

応 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとしたＰＲを積極的に展

開 

・ 残留農薬基準などに対応した防除暦の作成・普及，輸入規制等に対応で

きる生産者の育成，産地づくりを推進 

11 百万円 

調味料（黒

酢・味噌・

醤油等） 

今後

期待 
－ 4 百万円 

・ 日本食レストランや日系小売店舗の進出が進んでおり，日

本産食品に対する関心や需要が高い。 

・ 鹿児島と台湾を結ぶ国際定期便が運航しているほか，地理

的に近接しており，物流面の利便性が高い。 

・ 日本産食品の種類が豊富で，市場も成熟している。市場に

おける競争も厳しいことから，現地消費者の嗜好や需要に対

応した商品開発や低コストで質の高い商品展開が一層求めら

れる。 

 

・ 黒酢や味噌など台北，台中地域で定番化している商品もあ

る一方，これまで日本産品の販路開拓に取り組めていない台

南地域における販路も拡大していく必要がある。 

・ 外食が主流であるため，現地食材と簡単に組み合わせられ

る調味料などの新たなニーズを把握し，食材とセットにした

営業展開等が必要 

 ・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取

組を促進し，現地輸入業者や小売業者との関係強化を図る。 

・ 地理的な利便性を生かしながら，県内事業者と連携した販売促進活動を

展開する。 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，現地消費者の多様

な嗜好に対応するため，県産品の強みを生かすなど幅広い商品開発やバ

リエーションの展開が円滑に進むよう支援する。 

・ 台湾屏東県とのＭＯＵを契機とした交流等を生かし，台南地域での販路

を拡大する。 

・ 本県の主要産品と組み合わせた提案を実施する。 

4 百万円 

合計  － 4,181 百万円   合 計 7,126 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

品目別の施策方針（中国） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

木材 重点 351 千㎥ 4,448 百万円 

・ 梱包材や土木用資材などの原料として日本産スギ丸太の需要が高

い。 

 

・ 日本産製材品に対する認知度が低い。 

 ・ 丸太・製材品等の安定的供給体制の構築 

・ 鹿児島県産材輸出サポーターが実施する海外バイヤーの招へいや

商談等の取組を支援（内装材など） 

・ 付加価値の高い製材品等の輸出拡大に向けたＰＲ等を展開 

4,996 百万円 

牛肉 重点 － － 
・ 令和７年７月に日本産牛肉の中国向け輸出再開の前提となる協定が

発効され，今後，輸出認定施設の認定・登録に係る協議等が行われる

予定となっているが，輸出再開の具体的な時期は不明 

 ・ 中国への牛肉輸出再開に向けた輸出認定施設・登録等に係る協議の

加速化を国に要望する。 

・ 輸出再開を見据え，鹿児島和牛のＰＲ活動を展開 

1,040 百万円 

水産物

（養殖ブ

リ・カン

パチ・鰹

節等） 

重点 － － 

・ 令和７年５月に水産物の輸出再開に合意したが，認定施設の登録に

時間を要している。 

 ・ 輸出再開手続きが速やかに進むよう国に要望するとともに，再開後

は時期を逸することなく商流再構築を図る。 

670 百万円 

焼酎 重点 149.3kl 119 百万円 

・ 中国における酒類市場（約 37.7 兆円）は，日本（3.2 兆円）の 10 倍

と大きく，最大の輸出先国であるが，外的要因の影響が輸出量に直結

しやすい。 

・ 現地の若者の白酒離れが進む中，日本のクールな文化のひとつとし

て，若者に向けてプロモーションが必要 

・ 現地消費者の本格焼酎の認知度はまだ低く，認知度向上を図るため

の取組が必要 

 

・ 中国の嗜好やニーズに応じた飲み方の提案，商品開発（価格，パッ

ケージ等）が必要 

  

 

 

・ 県上海事務所や県酒造組合と連携し，若者等をターゲットとしたプ

ロモーションを実施する。  

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信

するとともに販売促進につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，

パッケージ等）を支援する。 

145 百万円 

その他酒

類（ウイ

スキー・

リキュー

ル等） 

今後

期待 
－ 56 百万円 

・ 中国における酒類市場（約 37.7 兆円）は，日本（3.2 兆円）の 10 倍

と大きく，最大の輸出先国であり，本県の焼酎やウイスキーの輸出量

も多い国である。 

・ ジャパニーズウイスキーの認知度が高まる一方，本県産のウイスキ

ーの認知度は低い。 

 

・ 鹿児島と上海を結ぶ国際定期便が運航しているほか，地理的に近接

しており，物流面の利便性が高い。 

  

 

 

・ 海外での営業力強化に必要な取組を促進する。また，輸出商社と県

内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取組を促進し，

現地輸入業者や小売業者との関係強化を図る。 

・ 本県海外事務所等のネットワークを活用するとともに，地理的な利

便性を生かしながら，県内事業者と連携した販売促進活動を展開す

る。 

64 百万円 

合計  － 4,623 百万円   合 計 6,915 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

品目別の施策方針（香港） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

牛肉 重点 531t 2,746 百万円 

・ 日本へのインバウンドが増加し，富裕層だけでな

く，一般消費者にも和牛のニーズがある。 

・ 輸入規制等が緩やかで，比較的輸出しやすく，他

国産，国内他県産との競合が激しい。 

 

・ 炒め物や火鍋料理，煮込み料理など様々な料理で

利用されており，多様な部位のニーズがある。 

 ・ 顧客の安定的な確保と販売強化のため，外食・小売り向けのサンプル提供やプ

ロモーション活動を実施 

・ 販売指定店におけるフェア開催などのＰＲ活動により，鹿児島和牛のさらなる

認知度向上と輸出拡大を図る。 

・ 食品展示会への出展やバイヤー招へい等による販路拡大に取り組む。 

・ 販売指定店等に対し，多様な部位（ウデ，モモ等）の活用を提案し，フルセッ

ト（一頭買い）の取引を推進する。 

4,090 百万円 

水産物（養

殖ブリ・カ

ンパチ・鰹

節等） 

重点 475t 972 百万円 

・ 輸出障壁が低く，日本食が普及しているため，日

本産水産物が多く輸出されており競合が激しい。 

 

・ 景気低迷により高級外食店での需要に影響 

 ・ 他産地の競合品と差別化を図るため，ブランド力の向上，キープレーヤーとな

り得る商社等と連携した日本食レストランや小売店での販売促進活動を推進 

・ 大ロットチャネルを点で狙ったプロモーションにより，ミドルクラス外食/小

売商流を集中的に開拓 
1,000 百万円 

さつまいも 重点 830t 297 百万円 

・ 高品質・安全性を重視する傾向が強く，日本産食

品への信頼度が高い香港の消費者に本県産のさつ

まいもは人気。特に焼き芋需要が大きく，本県から

のさつまいも輸出量・額とも最も多い。 

・ 輸入規制等が緩やかで輸出しやすく，低価格の近

隣産，国内外の他産地との競合が激しい。 

 ・ 長年にわたる輸出実績と現地小売店等との関係を活用し，現地ニーズを更に増

やすためのフェアやＰＲ等を実施 

・ 新たな食べ方等を提案し，更なる需要を創出 

 

・ 安定した量・品質，サイズと品種の豊富なラインナップなどを前面に出した売

り込みにより近隣産・国内他県産との差別化を図る。 

・ バイヤー招へいや商談機会の創出等による新たな販路の開拓 

575 百万円 

鶏卵 重点 449t 142 百万円 

・ 香港は鶏卵を生で食べる習慣がないが，最近では

インバウンドによる需要が上昇中 

・ 高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）の発生に

よる輸出停止のリスクが増大 

 ・ 地理的優位性のある香港において，安心・安全で生食できる鶏卵であることの

ＰＲを展開していくことが必要 

・ 現状維持の数量の確保 
340 百万円 

鶏肉（モミ

ジ（鶏足）

を含む） 

重点 551t 192 百万円 

・ 香港の景気低迷により市況が悪い。 

・ 中国産等の安価な鶏肉が流入 

・ 日本産鶏肉のブランド価値を高める必要 

・ 唐揚げや焼き鳥などで需要のある日本食レストラ

ン等をターゲットに販売を推進していく必要 

・ 高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）の発生に

よる輸出停止のリスクが増大 

 ・ 地理的優位性のある香港において，安心・安全な鶏肉のＰＲを展開していくこ

とが必要 

 

・ ＨＰＡＩに発生に対応するため，加工品への切り替えの実施を検討していく必

要 

・ 新たな輸出品としてＨＰＡＩの影響を受けない、加熱加工品や低温調理品のマ

ーケット開拓 

250 百万円 

 

柑橘（きん

かん・大将

季等） 

重点 22.5t 19.59 百万円 

・ 日本産食品の品質・安全性への信頼が高く，市場

として定着している。 

・ 本県産のきんかんは，大玉で甘く，色味が良いこ

とから，縁起物・贈答品として人気がある。 

・ 本県の特色ある柑橘（不知火）である大将季も，

現地での需要が期待されている。 

・ 糖度があり，酸味がなく見た目も美しい「せとか」

という品種が人気であり，大将季の競合となってい

る。きんかんについても国内他県産との競合があ

る。 

 ・ 現地小売店等や生産者等と緊密に連携し，現地ニーズにきめ細やかに対応 

 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，春節等の贈答品需要の取

り込みためのＰＲを積極的に展開 

・ 現地フェア等において，きんかん及び大将季を積極的にＰＲし，認知度向上及

び安定した需要の確保に取り組む。 

・ 安定した量・品質，サイズを前面に出した売り込みにより国内他県産との差別

化を図る。 

36 百万円 

焼酎 重点 15.2kl 17 百万円 

・ 近隣で，販路開拓に取り組みやすい市場である。

また，インバウンド客も増加していることから，認

知度向上や消費拡大に向けた取組が必要 

 ・ 県香港事務所や県酒造組合等と連携し，各国の嗜好やニーズの把握や認知度向

上や消費拡大に向けたプロモーションを実施する。 

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するととも

に販売促進につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ

等）を支援する。 

20 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

野菜類（キ

ャベツ・大

根等） 

今後

期待 
213t 62.95 百万円 

・ 外食が中心で自宅ではあまり調理しないか簡単な

調理で済ませる文化。鍋の食材として野菜が人気。 

・ キャベツや大根，かぼちゃなどが輸出されており，

鍋や蒸し料理に使用する食材の需要がある。 

 

 

・ 輸入規制等が緩やかで輸出しやすい。 

 ・ 長年にわたる輸出実績と現地小売店等との関係を活用し，現地ニーズを更に増

やすためのフェアやＰＲ等を実施 

・ 日本産食品に親和性の高い客層をターゲットとして，需要のある鍋の具材用な

ど，現地に受け入れやすい食べ方の提案も含めて，安心・安全で高品質な本県産

野菜類を積極的にＰＲ 

・ レストランなど外食向けのセールスを積極的に展開 

・ 輸出に意欲的な生産者等の掘り起こしや輸出に向けた支援を行う。 

90 百万円 

菓子 
今後

期待 
－ 30 百万円 

・ 日系小売店舗の現地展開が進んでいるほか，訪日

経験を有する消費者が一定数存在することから，日

本産品に対する購買意欲や受容性が高い。 

・ 地理的に近接しており，物流面の利便性が高い。

また，現地事務所が設置されており，連携した取組

が可能。 

・ 他国に比べ，食品規制が比較的緩やかである一方，

多民族・多文化が共存する都市であり，欧米系やア

ジア系をはじめとする多様な嗜好が混在している。

また，低コストで質の高い商品を重視する傾向が強

く，現地消費者の多様な嗜好や需要に対応した商品

展開が一層求められる。 

 ・ 本県海外事務所等のネットワークを活用し，訪日経験者や日系小売店舗と連携

するとともに，地理的な利便性を生かしながら，県内事業者と連携した販売促進

活動を展開する。 

・ 本県海外事務所等との連携をはじめ，鹿児島にゆかりのあるオーナーや協力店

舗などキープレーヤーを確保し，販路を拡大する。 

 

・ 製造，営業，輸送コストの増大を緩和するとともに，現地消費者の多様な嗜好

に対応するため，県産品の強みを生かすなど幅広い商品開発やバリエーションの

展開が円滑に進むよう支援する。 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取組を促

進し，現地輸入業者や小売業者との関係強化を図る。 

34 百万円 

合計  － 4,479 百万円   合 計 6,435 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

品目別の施策方針（ＥＵ等） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

牛肉 重点 432t 3,998 百万円 

・ 近年，輸出が伸びているが，動物福祉，環境面に

関心が高く，アニマルウェルフェアに即した対応が

求められる。 

・ 農場からと畜場に搬入される牛をＥＵ向けと他

国向けとに明確に分けて繋留・と畜する必要があ

り，他国向け輸出に比べて牛の搬入・と畜が煩雑 

・ ＥＵ向けに輸出される畜産物については，残留物

質モニタリングの実施かつ，ＥＵでの禁止薬剤を使

用していないことを証明することが必要 

・ 日本産牛肉の輸出量は，ロインが約８割以上を占

める（2024 年度実績）。 

 

 ・ 販売指定店におけるフェア開催などのＰＲ活動により，鹿児島和牛のさらなる認

知度向上と輸出拡大を図る。 

・ 食品展示会への出展やバイヤー招へい等による販路拡大に取り組む。 

・ 生産者等に対する研修会の開催等により，アニマルウェルフェアについての理解

醸成を図る。 

・ ＥＵの輸入規制への理解醸成を図り，ＥＵへの供給体制を強化する。 

・ 引き続き，適切な残留物質モニタリングを実施 

 

 

・ 非ロイン系の多様な部位（ウデ，モモ等）の販売を推進 

4,140 百万円 

お茶 重点 103t 472 百万円 

・ 米国と同様，健康志向や日本食への高まり等を背

景に大手カフェチェーン等では抹茶商品が定番化

し，ラテなどの飲料やスイーツとしての需要が増加

している。 

 

・ 抹茶の需要拡大に伴い，原料となるてん茶の生産

拡大が必要である。 

・ 県内で抹茶を製造・販売する事業者が少ない。 

・ 食の安全・安心に対する意識が高く，有機栽培茶

に対する需要が高い。 

・ 有機認証が重要視され，有機栽培茶園の面積拡大

が必要である。 

 

・ 環境への配慮（包装資材の脱プラスチック）が必

要である。 

・ 品質を重視する傾向にあるイギリスやフランス

などでは，商品ができるまでのプロセスを理解した

いというニーズが強い。 

 ・ 海外での需要が高い抹茶に適した品種「せいめい」の産地化に引き続き取り組む。

また，「栽培・加工技術標準作業手順書（鹿児島版ＳＯＰ（スタンダード・オペレ

ーティング・プロシージャー）」」を作成し，高品質で安定した生産の展開 

・ 輸出に関する専門的知識が豊富な現地パートナー人材を確保，現地デスクとして

配置し，現地ニーズの把握やバイヤーへのＰＲなど輸出サポート体制の構築 

・ 抹茶加工事業者とてん茶の生産者がコンソーシアムを形成し，「かごしまの抹茶」

として拡大する需要に対応できる生産体制及び直接輸出の拡大に向けた流通・販売

体制の構築 

・ 輸出業者と生産者とのコンソーシアムを形成し，有機栽培茶の拡大する需要に対

応できる生産体制の構築 

・ 有機ＪＡＳ認証取得による有機栽培面積の面積拡大の支援 

・ 有機茶栽培の課題となる除草などについて，省力機械（乗用型除草機等）導入に

よる労働力負担軽減 

・ 包装及び包装廃棄物に関する規制（ＰＰＷＲ）等への対応 

・ 品質のみならず「かごしま茶」を育む風土や生産者のこだわりといったストーリ

ー性の紹介 

 

1,500 百万円 

水産物

（養殖ブ

リ・カン

パチ・鰹

節等） 

重点 220t 360 百万円 

・ 国民所得が高く，環境への意識が高いものの，輸

出障壁（ＥＵ‐ＨＡＣＣＰ）が高く供給できる産品

が限定的（ブリ，鰻蒲焼等） 

・ 鰹節の輸出については，ＥＵの厳しい基準に適合

した製造技術を実用化する必要 

 ・ ＥＵ‐ＨＡＣＣＰ取得への支援（ハード，ソフト） 

・ 輸出可能な水産物・水産加工品の掘り起こし 

 

・ ＥＵの規制に適合した鰹節の製造技術の実装に向けた実用化試験及び技術普及 520 百万円 

焼酎 重点 5.0kl 5 百万円 

・ フランスは食文化，イギリスは蒸留酒文化のメッ

カであり，これらの国において評価されることが，

欧州および世界的な評価につながると言われてい

る。  

・ 現地消費者の本格焼酎の認知度はまだ低く，認知

度向上を図るための取組が必要 

・ 各国の嗜好やニーズに応じた焼酎カクテルなど

飲み方の提案，商品開発（価格，パッケージ等）が

必要 

 ・ これまでに培った人的ネットワークや県酒造組合と連携し，継続的なプロモーシ

ョンを実施し，英国・フランスにおける評価を高めていく。  

・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するとともに

販売促進につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ等）

を支援する。 

6 百万円 

その他 － 17.49t 6.65 百万円 －  － 9.25 百万円 

合計  － 4,842 百万円   合 計 6,175 百万円 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 
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国・地域別戦略（輸出重点国・地域） 

品目別の施策方針（韓国） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

水産物（養

殖ブリ・カ

ンパチ・鰹

節等） 

重点 429t 478 百万円 

・ 活魚需要が強く，活魚運搬船を活用し物

流・商流が構築されており，輸出が盛んな

九州北部に比べ本県は地理的に不利。 

・ 他方，人手不足から韓国国内の処理能力

低下が見られており，今後加工品が伸びる

可能性 

 ・ 加工品需要が期待できる小売店等に対し，フィレやロイン等を訴求 

500 百万円 

木材 重点 0.3 千㎥ 9 百万円 

・ ヒノキ内装材は一定の人気を確立してお

り，日本産であることが一種のブランドと

なっている。 

・ 住宅及び非住宅の構造材としての利用に

関して認知度が低い。 

 ・ 製材品等の安定的供給体制の構築 

・ 鹿児島県産材輸出サポーターが実施する海外バイヤーの招へいや商談等の取組を支

援（内装材，プレカット材） 

・ 現地展示会の出展による建築士等を対象とした県産製材品の認知度向上。 

105 百万円 

焼酎 重点 126.2kl 67 百万円 

・ 隣国で直行便もあるが，関税を含む関係

税が高く，輸出障壁が高い。一方，インバ

ウンド客も増加していることから，認知度

向上や消費拡大に向けた取組が必要 

 ・ ユネスコ無形文化遺産登録で世界的に評価された価値を情報発信するとともに販売

促進につなげる取組を実施する。 

・ インバウンド客が訪日中に本格焼酎を味わう機会を増やす。 

・ 県内酒造メーカーの各国の嗜好やニーズに応じた商品開発（価格，パッケージ等）

を支援する。 

82 百万円 

合計  － 554 百万円   合 計 687 百万円 
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国・地域別戦略（今後輸出拡大が期待される国・地域） 
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国・地域別戦略（今後輸出拡大が期待される国・地域） 
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国・地域別戦略（今後輸出拡大が期待される国・地域） 

品目別の施策方針（中東地域（ＵＡＥ等）） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

牛肉 重点 － － 

・ 本県にハラール認定施設がなく，県外の認定施設への

委託と畜に依存せざるを得ない状況 

 

 

・ オーストラリア産和牛が流通しており，日本産和牛は

高級品として認知されている。 

・ 日本食は一般家庭までには浸透していない。 

・ 日本食レストランは増加しつつある。 

 ・ 当面は県外のハラール認定施設を活用しつつ，県内におけるハラール認

定施設の整備について関係事業者等と検討・協議を進める。 

・ ハラール認定施設の新設等を検討する事業者が出てきた場合には，国庫

補助事業の活用等の支援 

・ 中東への輸出を志向する生産者等によるセールス活動や展示会・商談会

への出展，プロモーション等の取組支援 

・ 現地パートナーと連携し，純日本料理に限らず高級多国籍料理をターゲ

ットとして販路拡大を図る。 

410 百万円 

水産物（養

殖ブリ・カ

ンパチ・鰹

節等） 

重点 27t 34 百万円 

・ ＵＡＥやサウジアラビアでは，水産物は基本的にハラ

ール規制に抵触しないためハラール認証は求められな

い。 

・ 国際都市化が進み，比較的コールドチェーンが発達し

ているＵＡＥではブリ等の継続的な輸出があるものの，

サウジアラビアやカタールでは単発的な輸出のみ。その

他の国はほとんど輸出なし。 

・ ＵＡＥでは健康志向の高まりで，高品質で健康的なイ

メージがある日本産水産物のニーズが高まり，日本食レ

ストランが増加しつつある。 

・ ＵＡＥでは他県産ブリと競合 

  

 

 

・ コールドチェーンが発達しているＵＡＥを足掛かりに周辺国への展開を

図る。 

 

 

・ 現地パートナーと連携し，純日本料理に限らず高級多国籍料理をターゲ

ットとして販路拡大を図る。 

 

・ バイヤー等の産地招聘や，生産者によるセールス活動や展示会・商談会

への出展，プロモーション等の取組支援，現地パートナーとの連携により

差別化を図る。 

100 百万円 

お茶 重点 0.6t 4 百万円 

・ 本県の重点市場であるＥＵとも距離が近く，人や物が

集まる中東のハブであり，外国人も多く，国が輸出支援

拠点を設置するなど，背後の市場への波及も期待でき

る。 

 

 

 

・ 現地の取引においては，ハラール認証を求められる場

合がある。 

・ カフェやレストランでも抹茶を使用したメニューが浸

透しつつある。 

・ 小売店を含め中国産の「抹茶」が広く流通している。

日本産の抹茶に対しては富裕層を中心に高い需要が見

込まれる。 

 ・ 海外での需要が高い抹茶に適した品種「せいめい」の産地化に引き続き

取り組む。また，「栽培・加工技術標準作業手順書（鹿児島版ＳＯＰ（スタ

ンダード・オペレーティング・プロシージャー）」」を作成し，高品質で安

定した生産の展開 

・ 抹茶加工事業者とてん茶の生産者がコンソーシアムを形成し，「かごしま

の抹茶」として拡大する需要に対応できる生産体制及び直接輸出の拡大に

向けた流通・販売体制の構築 

・ 必要に応じたハラール認証等の取得支援 

 

・ 現地パートナーと連携し，純日本料理に限らず高級多国籍料理をターゲ

ットとして販路拡大を図る。 

・ 中東への輸出を志向する生産者等によるセールス活動や展示会・商談会

への出展，プロモーション等の取組支援 

・ 県農林水産物輸出用統一ロゴマーク等の活用による中国産「抹茶」との

差別化 

24 百万円 

焼酎 重点 － － 

・ 酒類を取り扱えるノンハラールライセンスを有する流

通事業者は２社に限定されており，商流のきっかけを掴

むハードルが非常に高い。また，飲食店における酒類の

取扱においても，ノンハラールライセンスが必要であ

る。 

・ ＵＡＥの酒類市場の商習慣等の把握や，民間レベルの

地道な営業活動が不可欠である。 

 ・ 再現性のある商流を作り出すことを目指し，引き続き，流通事業者との

関係性構築に向けたアプローチを行う。また，商流が拓けた際には，エン

ドユーザーであるシェフや飲食店事業者等に情報を展開し，潜在的な需要

を捉え，安定的な輸出量の確保を目指す。 1 百万円 
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国・地域別戦略（今後輸出拡大が期待される国・地域） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

焼酎以外の

加工食品 

今後 

期待 
－ 1 百万円 

・ ハラール規制など，文化的な背景や輸出規制などの課

題，現地ニーズの把握等に加え，規制等をクリアする知

識やノウハウの周知，商品開発が必要 

・ 現地食材と簡単に組み合わせられる調味料などの新た

なニーズを把握し，食材とセットにした営業展開等が必

要 

 ・ ハラール規制や食習慣等に対応した商品開発や国際水準の認証取得等を

促進する。 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会創出等の取組

を促進する。 

・ 鹿児島にゆかりのあるオーナーや協力店舗などキープレーヤーを確保

し，販路を拡大する。 

・ 本県の主要産品と組み合わせた提案を実施する。 

1 百万円 

その他 － － － －  － 7 百万円 

合計  － 39 百万円   合 計 543 百万円 
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国・地域別戦略（今後輸出拡大が期待される国・地域） 
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国・地域別戦略（今後輸出拡大が期待される国・地域） 

品目別の施策方針（インド） 

輸出品目 区分 
令和６年度（現状） 

国・地域別の強み，課題 
 

施策方針 
令和 12 年度（目標） 

輸出量 輸出額  輸出額 

お茶 重点 3t 15 百万円 

・ 緑茶製品はニッチセグメントであり，簡単に飲む

ことが可能なティーバッグなどを好む。 

・ 緑茶が健康に良いという認識が訴求していること

から若者を中心に消費が増えている。 

・ 輸出に係る証明やライセンス等を取得することが

必要 

 ・ 高所得者層を中心に緑茶に対する認知度向上 

 

 

 

・ インドへの輸出に必要な認証やライセンス等の精査 

45 百万円 

水産物（養

殖ブリ・カ

ンパチ・鰹

節等） 

重点 9t 22 百万円 

・ 地域で輸入規制が異なる。 

・ 地域で食の嗜好性（ベジタリアンが多く魚を食べ

ない等）が異なり，魚食は西岸部ムンバイなど限定

的 

・ 魚を扱えるシェフが少ない。 

 ・ 魚食志向のあるムンバイ等の都市をターゲットにプロモーションを展開す

る。 

・ 加工度の高いブリのロイン等を訴求 30 百万円 

その他 － － － －  － 15 百万円 

合計  － 37 百万円   合 計 90 百万円 
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第７ 戦略的取組の推進体制等 

１ 推進体制 
・ 「『南の宝箱 鹿児島』輸出拡大ビジョン推進本部」と，その元に設置した

品目別部会により，各般の施策を推進するとともに，ビジョンに基づく戦略

的取組の推進及び進捗管理，生産者団体等との情報共有，国際情勢や輸出実

績を踏まえた検証等を実施します。 

・ 検証等を踏まえて，必要に応じて目標額の見直し等のビジョンの改訂を検

討します。 

・ 輸出重点品目の国・地域別の目標達成に向けて，計画的な取組を進めます。 

・ 輸出に関するあらゆる相談に対応できる専門家や実務者を活用し，必要な

助言等を行うこととします。 

２ 広域的連携 
・ 令和７年に策定した「第３期九州創生アクションプラン」に基づき，九州

地域の強みを活かし，官民が連携することで，輸出に向けた取組について検

討を進めていきます。 

・ 通年的な輸出品目の確保に向け，九州管内を越えた広域的連携の可能性に

ついて検討を進めていきます。 

３ 国際的な経済連携協定への戦略的な対応 
ＣＰＴＰＰや日ＥＵ・ＥＰＡなど，国際的な経済連携協定の枠組みを活用し

た戦略的な取組を展開していきます。 

４ 国への要請 
国際競争力のある生産基盤等の確立に必要な支援や，二国間協議による輸出

環境整備と輸出先国等の基準に適合した生産体制の確立などに対する支援をあ

らゆる機会を通じて要請していきます。 

５ 民間企業等との連携 
県と民間企業等との間で締結している県産品の海外への販路拡大等に関する

連携協定に基づき，海外における県産農林水産物等の認知度向上・販路開拓や，

新たな品目の提案などに取り組んでまいります。 
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次期「鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン（仮称）」策定検討委員会 

設置要綱 

 

 （設置） 

第１ 鹿児島県産農林水産物の輸出拡大に向けた指針となる「次期『鹿児島県農林水

産物輸出促進ビジョン（仮称）』」（以下「次期ビジョン」という。）を策定する

にあたり，「次期『鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン（仮称）策定検討委員会』」

（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 

 （検討事項） 

第２ 検討委員会は，県産農林水産物の強みを生かした輸出促進に向けて，以下の事

項について検討する。 

  (1) 輸出相手国毎の品目横断的な取組に関すること。 

  (2) 本県の地理的優位性を生かした取組に関すること。 

  (3) 輸出目標額及び目標年度に関すること。 

  (4) その他農林水産物の輸出促進に必要な事項に関すること。 

 

 （組織） 

第３ 検討委員会は，別紙に掲げる委員等をもって組織する。 

２ 検討委員会委員の任期は令和８年３月 31 日までとする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第４ 検討委員会に委員長及び副委員長を各１人置き，委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 委員長は，会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたと

きはその職務を代理する。 

 

 （検討委員会の会議） 

第５ 検討委員会の会議は，委員長が招集し，委員長が座長となる。 

２ 委員長は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，委員以外の

者の出席を求め，意見を聴くことができる。 

 

 （事務局） 

第６ 検討委員会の事務局は，農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室に置

き，運営等は公益財団法人流通経済研究所が行う。 

 

（雑則） 

第７ この要綱に定めるもののほか，検討委員会の運営に関し必要な事項は，委員長

が検討委員会に諮って定める。 

 

   附 則 この要綱は，令和７年６月４日から適用する。 
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（別　紙）

「県農林水産物輸出促進ビジョン（仮称）」策定検討委員会　委員名簿

【有識者】

日本大学大学院　総合社会情報研究科　教授 加藤　孝治

鹿児島大学水産学部　教授 佐野　雅昭

インテージシンガポール　代表 栖原　野枝

【生産者団体】

県経済農業協同組合連合会　代表理事専務 末永　次行

県食肉輸出促進協議会　会長 児島　浩貴

かごしま茶輸出対策実施本部　本部長 岡村　謙

県産材輸出促進協議会　会長 野村　輝明

県水産物等輸出促進協議会 宮内　和一郎

県酒造組合　専務理事 田中　完

県食品産業協議会　会長 藤安　秀一

【関係機関・団体】

県農政部長 大平　晃久

ジェトロ鹿児島貿易情報センター　所長 石橋　洋一郎

県特産品協会　事務局長 津田　知久

県園芸振興協議会　専務理事 町田　孝男

【貿易・金融関係】

県貿易協会　副会長 弓場　秋信

鹿児島アグリ＆フード金融協議会 須藤　一裕
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